
○
法
務
省
令
第
七
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
百
二
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務

省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

法
務
大
臣

山
下

貴
司

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整

備
等
に
関
す
る
省
令

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付



し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
出
入
国
港
）

（
出
入
国
港
）

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
号

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
号

に
規
定
す
る
出
入
国
港
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
規
定
す
る
出
入
国
港
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

前
号
に
規
定
す
る
港
又
は
飛
行
場
以
外
の
港
又
は
飛
行
場
で
あ
つ
て
、
地
方
出

二

前
号
に
規
定
す
る
港
又
は
飛
行
場
以
外
の
港
又
は
飛
行
場
で
あ
つ
て
、
地
方
入

入
国
在
留
管
理
局
長
が
、
特
定
の
船
舶
又
は
航
空
機
（
以
下
「
船
舶
等
」
と
い
う

国
管
理
局
長
が
、
特
定
の
船
舶
又
は
航
空
機
（
以
下
「
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
の

。
）
の
乗
員
及
び
乗
客
の
出
入
国
の
た
め
、
臨
時
に
、
期
間
を
定
め
て
指
定
す
る

乗
員
及
び
乗
客
の
出
入
国
の
た
め
、
臨
時
に
、
期
間
を
定
め
て
指
定
す
る
も
の

も
の

（
上
陸
の
拒
否
の
特
例
）

（
上
陸
の
拒
否
の
特
例
）

第
四
条
の
二

法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ

第
四
条
の
二

法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
と
す
る
。

る
場
合
と
す
る
。

一

外
国
人
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
外
国
人
が
在
留
資
格

一

外
国
人
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
外
国
人
が
在
留
資
格

を
も
つ
て
在
留
し
て
い
る
と
き
。

を
も
つ
て
在
留
し
て
い
る
と
き
。

［
イ
～
ヌ

略
］

［
イ
～
ヌ

同
上
］

ル

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
法
務
大
臣
（
法
第
六
十
九
条
の
二
第

ル

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
法
務
大
臣
（
法
第
六
十
九
条
の
二
の

一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
た
出
入

規
定
に
よ
り
、
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
た
地
方
入
国

国
在
留
管
理
庁
長
官
及
び
法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
出
入

管
理
局
長
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
認
め
る
場
合

国
在
留
管
理
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
当
該
権
限
の
委
任
を
受
け
た
地
方
出
入
国

在
留
管
理
局
長
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
認
め
る
場
合

二

外
国
人
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
交

二

外
国
人
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
を
交
付
し
た
場
合
又



付
し
た
場
合
又
は
外
国
人
が
旅
券
に
日
本
国
領
事
官
等
の
査
証
（
法
務
大
臣
と
の

は
外
国
人
が
旅
券
に
日
本
国
領
事
官
等
の
査
証
（
法
務
大
臣
と
の
協
議
を
経
た
も

協
議
を
経
た
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
第
一
項
第

の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号

四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
、
第
九
号
又
は
第
九
号
の
二
に
該
当
す
る
特
定
の
事
由

、
第
七
号
、
第
九
号
又
は
第
九
号
の
二
に
該
当
す
る
特
定
の
事
由
（
以
下
「
特
定

（
以
下
「
特
定
事
由
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
て
か
ら
相
当
の
期

事
由
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
て

間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
法
務
大
臣
が
認
め
る

い
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
法
務
大
臣
が
認
め
る
と
き
。

と
き
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
上
陸
の
申
請
）

（
上
陸
の
申
請
）

第
五
条

［
１
～
５

略
］

第
五
条

［
１
～
５

同
上
］

６

法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
電
子
計
算
機
は
、
出
入
国
の

６

法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
電
子
計
算
機
は
、
出
入
国
の

公
正
な
管
理
を
図
る
た
め
の
個
人
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
計
算
機
で
あ

公
正
な
管
理
を
図
る
た
め
の
個
人
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
計
算
機
で
あ

つ
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
指
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
設
置
す
る

つ
て
、
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
入
国
管
理
官
署
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

［
７
～

略
］

［
７
～

同
上
］

11

11

第
六
条

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
で
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
提
出
し
な

第
六
条

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
で
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

い
も
の
は
、
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
上
陸

証
明
書
（
以
下
「
在
留
資
格
認
定
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
い
も
の
は
、

の
た
め
の
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
自
ら
立
証
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
上
陸
の
た
め
の
条

該
外
国
人
が
本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
活
動
が
該
当
す
る
別
表
第
三
の
中
欄
に

件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
自
ら
立
証
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
が

掲
げ
る
活
動
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他
参
考
と

本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
活
動
が
該
当
す
る
別
表
第
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
活
動

な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
国
審
査
官
が

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資

そ
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の

料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
国
審
査
官
が
そ
の
一
部
又

限
り
で
な
い
。

は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。



（
在
留
資
格
認
定
証
明
書
）

（
在
留
資
格
認
定
証
明
書
）

第
六
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付

第
六
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
六
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
六
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方

出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
国
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
写
真
（
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
も

２

前
項
の
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
写
真
（
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
も

の
で
別
表
第
三
の
二
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
裏
面
に
氏
名

の
で
別
表
第
三
の
二
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
裏
面
に
氏
名

を
記
入
し
た
も
の
と
す
る
。
第
七
条
の
二
第
四
項
、
第
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
九

を
記
入
し
た
も
の
と
す
る
。
第
七
条
の
二
第
四
項
、
第
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
九

条
の
九
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
、
第
十
九
条

条
の
九
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
、
第
十
九
条

の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十

の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十

一
条
の
三
第
三
項
（
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

一
条
の
二
第
三
項
（
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第

）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第

五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
葉
並
び
に
当
該
外
国
人
が
本
邦
に
お
い
て

五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
葉
並
び
に
当
該
外
国
人
が
本
邦
に
お
い
て

行
お
う
と
す
る
別
表
第
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

行
お
う
と
す
る
別
表
第
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
そ
の
資
料
の
一
部
又
は
全
部
の

ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が
そ
の
資
料
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を

提
出
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る

認
め
る
場
合
に
は
、
本
邦
に
あ
る
外
国
人
又
は
法
第
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

場
合
に
は
、
本
邦
に
あ
る
外
国
人
又
は
法
第
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
代
理
人

代
理
人
（
以
下
「
外
国
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭

（
以
下
「
外
国
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
す
る
こ
と
を
要

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
第
一

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
第
一
号
及
び
第
二
号

号
及
び
第
二
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
人
等
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者
）
が
、
当
該

に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
人
等
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者
）
が
、
当
該
外
国
人
等
に
代

外
国
人
等
に
代
わ
つ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
並
び
に
第
二
項
に
定
め
る
写
真
及

わ
つ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
並
び
に
第
二
項
に
定
め
る
写
真
及
び
資
料
の
提
出



び
資
料
の
提
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

外
国
人
の
円
滑
な
受
入
れ
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公

一

外
国
人
の
円
滑
な
受
入
れ
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公

益
財
団
法
人
の
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
の
職
員
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
法
第

益
財
団
法
人
の
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
の
職
員
」
と
い
う
。
）
で
、
地
方
入
国

二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
に
よ
り
特
定
技
能
所
属
機
関
か
ら
適
合
一
号
特
定
技
能

管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

外
国
人
支
援
計
画
の
全
部
の
実
施
を
委
託
さ
れ
た
登
録
支
援
機
関
の
職
員
（
以
下

「
登
録
支
援
機
関
の
職
員
」
と
い
う
。
）
で
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
適

当
と
認
め
る
も
の

二

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て

二

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て

そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

三

［
略
］

三

［
同
上
］

５

第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
は
、
当
該
申

５

第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
地
方
入
国
管
理
局
長
は
、
当
該
申
請
を
行

請
を
行
つ
た
者
が
、
当
該
外
国
人
が
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
上
陸
の
た

つ
た
者
が
、
当
該
外
国
人
が
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
上
陸
の
た
め
の
条

め
の
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
た
場
合
に
限
り
、
在
留
資
格
認
定
証
明

件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
た
場
合
に
限
り
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
交

書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
外
国
人
が
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号

付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
外
国
人
が
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三

、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き

号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
交
付

は
交
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

６

在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
第
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
。
た
だ
し
、

６

在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
第
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
。
た
だ
し
、

地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
記
第
六
号
の

地
方
入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
記
第
六
号
の
五
様
式

五
様
式
及
び
別
記
第
六
号
の
六
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

及
び
別
記
第
六
号
の
六
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
上
陸
許
可
の
証
印
）

（
上
陸
許
可
の
証
印
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

２

入
国
審
査
官
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
の
決
定
を
す
る
場

２

入
国
審
査
官
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
の
決
定
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職

合
に
お
い
て
、
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職



の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
決
定
す
る
と
き
は

の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
決
定
す
る
と
き
は

法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
を
記
載
し
た
別
記
第
三
十
一
号
の
三
様

法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
を
記
載
し
た
別
記
第
三
十
一
号
の
三
様

式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
し
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格
を
決
定
す
る
と
き
は
法
務
大

式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
し
、
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
決
定
す
る
と
き
は
法
務
大

臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
及
び
特
定
産
業
分
野
を
記
載
し
た
別
記
第
三
十

臣
が
個
々
の
外
国
人
に
つ
い
て
特
に
指
定
す
る
活
動
を
記
載
し
た
別
記
第
七
号
の
四

一
号
の
四
様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
し
、
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
決
定
す
る
と

様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

き
は
法
務
大
臣
が
個
々
の
外
国
人
に
つ
い
て
特
に
指
定
す
る
活
動
を
記
載
し
た
別
記

第
七
号
の
四
様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
電
子
計
算
機
は
、
出
入
国
の

４

法
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
電
子
計
算
機
は
、
出
入
国
の

公
正
な
管
理
を
図
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
、
出
入
国
在
留
管

公
正
な
管
理
を
図
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
、
法
務
大
臣
が
指

理
庁
長
官
が
指
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
入
国
管
理
官
署
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
記
録
を
希
望
す
る
外
国
人
の
た
め
の
登
録
）

（
記
録
を
希
望
す
る
外
国
人
の
た
め
の
登
録
）

第
七
条
の
二

そ
の
上
陸
し
よ
う
と
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
法
第
九
条
第
四
項
の
規

第
七
条
の
二

そ
の
上
陸
し
よ
う
と
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
法
第
九
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
記
録
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
外
国
人
が
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

定
に
よ
る
記
録
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
外
国
人
が
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
登
録
（
以
下
「
希
望
者
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同

る
登
録
（
以
下
「
希
望
者
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同

項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
希
望
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
希
望
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
あ
つ
て
は
別
記
第
七
号
の
五
様
式
、
同
項
第
一
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
希

に
あ
つ
て
は
別
記
第
七
号
の
五
様
式
、
同
項
第
一
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
希

望
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
別
記
第
七
号
の
六
様
式
（
出
入
国
在

望
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
別
記
第
七
号
の
六
様
式
（
法
務
大
臣

留
管
理
庁
長
官
が
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
告
示
で
定
め
る
様

が
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
告
示
で
定
め
る
様
式
）
に
よ
る
申

式
）
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
提
出
し
て
希
望
者
登
録
の
申
請
を
す
る
と
と
も
に
、
出

請
書
一
通
を
提
出
し
て
希
望
者
登
録
の
申
請
を
す
る
と
と
も
に
、
法
務
大
臣
が
指
定

入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
指
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
出
頭
し
、
次
に
掲
げ

す
る
入
国
管
理
官
署
に
出
頭
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。



［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
九
条
第
八
項
第
一
号
ハ

に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

３

法
第
九
条
第
八
項
第
一
号
ハ

に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

⑷

⑷

各
号
（
第
一
項
に
規
定
す
る
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び

各
号
（
第
一
項
に
規
定
す
る
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び

第
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
令
、
国
際
約
束
又
は
日
本
国
政
府
が
外
国
政
府
に
対
し
て
行
つ
た
通
告
に
よ

一

法
令
、
国
際
約
束
又
は
日
本
国
政
府
が
外
国
政
府
に
対
し
て
行
つ
た
通
告
に
よ

り
日
本
国
領
事
官
等
の
査
証
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
外
国
人
で
あ

り
日
本
国
領
事
官
等
の
査
証
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
外
国
人
で
あ

つ
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
国
、
地
域
（
法
第
二

つ
て
、
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
国
、
地
域
（
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に

条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
行
政

規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
行
政
区
画
（
国
か
ら

区
画
（
国
か
ら
旅
券
を
発
行
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
行
政
区
画
を
い
う
。

旅
券
を
発
行
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
行
政
区
画
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い

次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
発
行
さ
れ
た
旅
券
を
所
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ

て
同
じ
。
）
か
ら
発
行
さ
れ
た
旅
券
を
所
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

４

法
第
九
条
第
八
項
第
一
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
希
望
者
登
録
を
受
け
よ
う

４

法
第
九
条
第
八
項
第
一
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
希
望
者
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
、
写
真
一
葉
及
び
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ

と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
、
写
真
一
葉
及
び
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ

と
を
証
す
る
資
料
（
第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
告
示
を
も
つ

と
を
証
す
る
資
料
（
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
者
に

て
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
写
真
一
葉
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
を
添
付
し

あ
つ
て
は
、
写
真
一
葉
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

５

第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
出
入
国

５

第
一
項
に
規
定
す
る
入
国
管
理
官
署
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
の

在
留
管
理
局
の
長
（
以
下
「
所
管
局
長
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
の
外
国
人
が
本

長
（
以
下
「
所
管
局
長
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
の
外
国
人
が
本
邦
に
再
び
上
陸

邦
に
再
び
上
陸
す
る
意
図
を
も
つ
て
出
国
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
法
第
九

す
る
意
図
を
も
つ
て
出
国
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
法
第
九
条
第
八
項
各
号

条
第
八
項
各
号
（
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も

（
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認

該
当
す
る
と
認
定
し
た
場
合
に
限
り
、
希
望
者
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
し
た
場
合
に
限
り
、
希
望
者
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



［
６
～
８

略
］

［
６
～
８

同
上
］

（
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
等
）

（
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
等
）

第
七
条
の
三

［
１
～
６

略
］

第
七
条
の
三

［
１
～
６

同
上
］

７

特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
裏
面
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
す
る
十
分
な
余
白
が

７

特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
裏
面
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
す
る
十
分
な
余
白
が

な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
を
所
持
す
る
外
国
人
は
、
前
条

な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
を
所
持
す
る
外
国
人
は
、
前
条

第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
お
い
て
、
そ
の
書
換
え
を
受
け
る
こ

第
一
項
に
規
定
す
る
入
国
管
理
官
署
に
お
い
て
、
そ
の
書
換
え
を
受
け
る
こ
と
が
で

と
が
で
き
る
。

き
る
。

８

［
略
］

８

［
同
上
］

（
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
再
交
付
）

（
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
再
交
付
）

第
七
条
の
四

法
第
九
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項

第
七
条
の
四

法
第
九
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
出
頭
し
て
、
別
記
第
七
号
の
八
様
式
に
よ
る

に
規
定
す
る
入
国
管
理
官
署
に
出
頭
し
て
、
別
記
第
七
号
の
八
様
式
に
よ
る
申
請
書

申
請
書
一
通
及
び
写
真
一
葉
並
び
に
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
所
持
を
失
つ
た
こ
と
を

一
通
及
び
写
真
一
葉
並
び
に
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
所
持
を
失
つ
た
こ
と
を
証
す
る

証
す
る
資
料
一
通
又
は
著
し
く
毀
損
し
若
し
く
は
汚
損
し
若
し
く
は
法
第
九
条
の
二

資
料
一
通
又
は
著
し
く
毀
損
し
若
し
く
は
汚
損
し
若
し
く
は
法
第
九
条
の
二
第
五
項

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
毀
損
し
た
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
を
提
出
し
て
行
わ
な

の
規
定
に
よ
る
記
録
が
毀
損
し
た
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
資
格
外
活
動
の
許
可
）

（
資
格
外
活
動
の
許
可
）

第
十
九
条

法
第
十
九
条
第
二
項
の
許
可
（
以
下
「
資
格
外
活
動
許
可
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条

法
第
十
九
条
第
二
項
の
許
可
（
以
下
「
資
格
外
活
動
許
可
」
と
い
う
。
）

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
二
十
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
並

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
二
十
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
並

び
に
当
該
申
請
に
係
る
活
動
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
そ
の
他
参
考
と
な

び
に
当
該
申
請
に
係
る
活
動
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
そ
の
他
参
考
と
な

る
べ
き
資
料
各
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な

る
べ
き
資
料
各
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ら
な
い
。

。

２

［
略
］

２

［
同
上
］



３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る

認
め
る
場
合
に
は
、
外
国
人
は
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
す
る
こ
と
を
要

場
合
に
は
、
外
国
人
は
、
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
当
該
外
国
人

場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
当
該
外
国
人
か
ら
依
頼
を
受

か
ら
依
頼
を
受
け
た
も
の
が
、
本
邦
に
あ
る
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
第
一
項
に
定

け
た
も
の
が
、
本
邦
に
あ
る
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等

め
る
申
請
書
等
の
提
出
及
び
前
項
に
定
め
る
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

の
提
出
及
び
前
項
に
定
め
る
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
が
経
営
し
て
い
る
機
関
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
機
関

一

第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
が
経
営
し
て
い
る
機
関
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
機
関

、
研
修
若
し
く
は
教
育
を
受
け
て
い
る
機
関
若
し
く
は
当
該
外
国
人
が
行
う
技
能

、
研
修
若
し
く
は
教
育
を
受
け
て
い
る
機
関
若
し
く
は
当
該
外
国
人
が
行
う
技
能

、
技
術
又
は
知
識
（
以
下
「
技
能
等
」
と
い
う
。
）
を
修
得
す
る
活
動
の
監
理
を

、
技
術
又
は
知
識
（
以
下
「
技
能
等
」
と
い
う
。
）
を
修
得
す
る
活
動
の
監
理
を

行
う
団
体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
告

行
う
団
体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
つ
て
定

示
を
も
つ
て
定
め
る
機
関
の
職
員
（
以
下
「
受
入
れ
機
関
等
の
職
員
」
と
い
う
。

め
る
機
関
の
職
員
（
以
下
「
受
入
れ
機
関
等
の
職
員
」
と
い
う
。
）
又
は
公
益
法

）
、
公
益
法
人
の
職
員
又
は
登
録
支
援
機
関
の
職
員
で
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理

人
の
職
員
で
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

二

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て

二

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て

そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

三

［
略
］

三

［
同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］

５

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
て
新
た
に
許
可
す
る
活
動
の
内

５

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
て
新
た
に
許
可
す
る
活
動
の
内

容
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

容
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
、
資
格
外
活
動

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が
、
資
格
外
活
動
の
許
可

の
許
可
に
係
る
活
動
を
行
う
本
邦
の
公
私
の
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
、
業
務
内

に
係
る
活
動
を
行
う
本
邦
の
公
私
の
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
、
業
務
内
容
そ
の

容
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
て
個
々
に
指
定
す
る
活
動

他
の
事
項
を
定
め
て
個
々
に
指
定
す
る
活
動

６

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
外
活
動
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

６

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
外
活
動
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、



そ
の
旨
を
別
記
第
二
十
九
号
の
三
様
式
に
よ
る
資
格
外
活
動
許
可
取
消
通
知
書
に
よ

そ
の
旨
を
別
記
第
二
十
九
号
の
三
様
式
に
よ
る
資
格
外
活
動
許
可
取
消
通
知
書
に
よ

り
そ
の
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が
所
持
す
る
資
格
外
活
動
許
可
書
を
返

り
そ
の
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が
所
持
す
る
資
格
外
活
動
許
可
書
を
返

納
さ
せ
、
又
は
そ
の
者
が
所
持
す
る
旅
券
若
し
く
は
在
留
資
格
証
明
書
に
記
載
さ
れ

納
さ
せ
、
又
は
そ
の
者
が
所
持
す
る
旅
券
若
し
く
は
在
留
資
格
証
明
書
に
記
載
さ
れ

た
資
格
外
活
動
の
許
可
の
証
印
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

た
資
格
外
活
動
の
許
可
の
証
印
を
ま
つ
消
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

資
格
外
活
動
許
可
の
取
消
し
が
中
長
期
在
留
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第

、
資
格
外
活
動
許
可
の
取
消
し
が
中
長
期
在
留
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

四
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
に
し
た
記
載
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
に
し
た
記
載
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
の
二

［
略
］

第
十
九
条
の
二

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
を
受
け
た
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

２

前
項
の
申
請
を
受
け
た
地
方
入
国
管
理
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
申
請
に
係
る
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
の
提
出
を
求
め

、
当
該
外
国
人
に
対
し
申
請
に
係
る
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
就
労
資
格
証
明
書
）

（
就
労
資
格
証
明
書
）

第
十
九
条
の
四

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
（
以
下
「
就
労
資

第
十
九
条
の
四

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
（
以
下
「
就
労
資

格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
二
十

格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
二
十

九
号
の
五
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出

九
号
の
五
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
在
留
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
等
）

（
在
留
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
等
）

第
十
九
条
の
六

［
略
］

第
十
九
条
の
六

［
同
上
］

２

法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
籍
・
地
域
は
、
日
本
の
国
籍
以

２

法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
籍
・
地
域
は
、
日
本
の
国
籍
以

外
の
二
以
上
の
国
籍
を
有
す
る
中
長
期
在
留
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

外
の
二
以
上
の
国
籍
を
有
す
る
中
長
期
在
留
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
国
籍
・
地
域
を
記
載
す
る
も
の
と
す

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
国
籍
・
地
域
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。



［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

法
第
二
十
条
第
四
項
第
一
号
（
法
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二

四

法
第
二
十
条
第
四
項
第
一
号
（
法
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二

第
三
項
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

第
三
項
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第

四
項
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準

四
項
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
者
（
新

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
者
（
新

た
に
中
長
期
在
留
者
と
な
つ
た
者
に
限
る
。
）

当
該
交
付
に
係
る
申
請
に
お
い

た
に
中
長
期
在
留
者
と
な
つ
た
者
に
限
る
。
）

当
該
交
付
に
係
る
申
請
に
お
い

て
、
第
二
十
条
第
四
項
（
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
及
び

て
、
第
二
十
条
第
四
項
（
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
及
び

第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
第
二
十
四
条
第
四
項
（
第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
じ
。
）
又
は
第
二
十
四
条
第
四
項
（
第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
示
し
た
旅
券
を
発
行
し
た
国
の
国
籍
又
は
機

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
示
し
た
旅
券
を
発
行
し
た
国
の
国
籍
又
は
機

関
の
属
す
る
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
（
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定

関
の
属
す
る
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
（
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
在
留
資
格
証
明
書
を
提
示
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
在
留
資
格
証
明
書

に
よ
り
在
留
資
格
証
明
書
を
提
示
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
在
留
資
格
証
明
書

に
記
載
さ
れ
た
国
籍
・
地
域
）

に
記
載
さ
れ
た
国
籍
・
地
域
）

［
五
～
八

略
］

［
五
～
八

同
上
］

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

６

法
第
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
中
長
期
在
留
者
の
写
真
を
表
示
す
る
在

６

法
第
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
中
長
期
在
留
者
の
写
真
を
表
示
す
る
在

留
カ
ー
ド
は
、
有
効
期
間
の
満
了
の
日
を
中
長
期
在
留
者
の
十
六
歳
の
誕
生
日
の
翌

留
カ
ー
ド
は
、
有
効
期
間
の
満
了
の
日
を
中
長
期
在
留
者
の
十
六
歳
の
誕
生
日
の
翌

日
以
降
の
日
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
写
真
は

日
以
降
の
日
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
写
真
は

、
別
表
第
三
の
二
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と
し
、
第
十
九
条
の
九
第
一
項

、
別
表
第
三
の
二
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と
し
、
第
十
九
条
の
九
第
一
項

、
第
十
九
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項

、
第
十
九
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
三

若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二

第
三
項
（
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二

第
三
項
（
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二



十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五

十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
写
真
（
第
八
項
に
お
い
て
「
申
請
等
に
お
い

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
写
真
（
第
八
項
に
お
い
て
「
申
請
等
に
お
い

て
提
出
さ
れ
た
写
真
」
と
い
う
。
）
、
法
第
十
九
条
の
四
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ

て
提
出
さ
れ
た
写
真
」
と
い
う
。
）
、
法
第
十
九
条
の
四
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
写
真
又
は
中
長
期
在
留
者
が
在
留
カ
ー
ド
へ
の
表
示
を

り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
写
真
又
は
中
長
期
在
留
者
が
在
留
カ
ー
ド
へ
の
表
示
を

希
望
す
る
写
真
の
い
ず
れ
か
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

希
望
す
る
写
真
の
い
ず
れ
か
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

７

［
略
］

７

［
同
上
］

８

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
申
請
等
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
写
真
以
外
の
写
真

８

法
務
大
臣
は
、
申
請
等
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
写
真
以
外
の
写
真
を
利
用
し
て
、

を
利
用
し
て
、
在
留
カ
ー
ド
に
中
長
期
在
留
者
の
写
真
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
と
き

在
留
カ
ー
ド
に
中
長
期
在
留
者
の
写
真
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
入
国
審
査

は
、
入
国
審
査
官
に
当
該
中
長
期
在
留
者
の
写
真
を
撮
影
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

官
に
当
該
中
長
期
在
留
者
の
写
真
を
撮
影
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
中
長
期
在
留
者
の
写
真
を
撮
影
し
た
と
き
は
、
第
六
項

い
て
、
当
該
中
長
期
在
留
者
の
写
真
を
撮
影
し
た
と
き
は
、
第
六
項
後
段
の
規
定
に

後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
写
真
を
在
留
カ
ー
ド
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
写
真
を
在
留
カ
ー
ド
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

。
［
９
・

略
］

［
９
・

同
上
］

10

10

第
十
九
条
の
七

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用
す
る
中
長
期
在

第
十
九
条
の
七

法
務
大
臣
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用
す
る
中
長
期
在
留
者
（
法
第
二

留
者
（
法
第
二
十
条
第
三
項
本
文
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
二
条

十
条
第
三
項
本
文
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
一
条

、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
二
項
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
四

第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
二
項
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
（
法
第
二
十

項
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す

二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
難
民
の
認
定
を
受
け
て
第
六
十
一
条

。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
難
民
の
認
定
を
受
け
て
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
新
た
に
中
長
期
在
留
者
に
な
る
こ
と

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
新
た
に
中
長
期
在
留
者
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者

を
希
望
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
と

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第

き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り
表
記
し
た
氏
名
に

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り
表
記
し
た
氏
名
に
併
せ
て
、
当
該

併
せ
て
、
当
該
漢
字
又
は
当
該
漢
字
及
び
仮
名
（
平
仮
名
又
は
片
仮
名
を
い
い
、
当

漢
字
又
は
当
該
漢
字
及
び
仮
名
（
平
仮
名
又
は
片
仮
名
を
い
い
、
当
該
中
長
期
在
留



該
中
長
期
在
留
者
の
氏
名
の
一
部
に
漢
字
を
使
用
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分

者
の
氏
名
の
一
部
に
漢
字
を
使
用
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
を
表
記
し
た
も

を
表
記
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
氏
名
を

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と

表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用
す
る
中
長
期
在
留
者
に
つ
い

４

法
務
大
臣
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用
す
る
中
長
期
在
留
者
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
字

て
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
中
長
期
在
留
者
が
著
し

に
よ
り
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
中
長
期
在
留
者
が
著
し
い
不
利
益
を
被

い
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第

き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
代
え
て
、
当
該
漢
字
又

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
代
え
て
、
当
該
漢
字
又
は
当
該
漢
字
及

は
当
該
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
に
お
け
る
当
該
表
記
に
用
い
る
漢
字
の
範
囲
、
用
法
そ

５

第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
に
お
け
る
当
該
表
記
に
用
い
る
漢
字
の
範
囲
、
用
法
そ

の
他
の
漢
字
を
使
用
し
た
氏
名
の
表
記
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
出
入
国
在
留
管

の
他
の
漢
字
を
使
用
し
た
氏
名
の
表
記
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
法
務
大
臣
が
告

理
庁
長
官
が
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
。

示
を
も
つ
て
定
め
る
。

６

第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
表
記
さ
れ
た
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使

６

第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
表
記
さ
れ
た
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使

用
し
た
氏
名
は
、
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
る
場
合
を
除

用
し
た
氏
名
は
、
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
る
場
合
を
除

き
、
変
更
（
当
該
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
し
な
い
こ
と

き
、
変
更
（
当
該
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
し
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
出
入
国
在
留
管
理
庁

と
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
法
務
大
臣
が
相
当
と

長
官
が
相
当
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
在
留
カ
ー
ド
の
失
効
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

（
在
留
カ
ー
ド
の
失
効
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
十
九
条
の
十
四

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
効
力
を
失
つ
た
在
留
カ
ー
ド
の
番

第
十
九
条
の
十
四

法
務
大
臣
は
、
効
力
を
失
つ
た
在
留
カ
ー
ド
の
番
号
の
情
報
を
イ

号
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

（
所
属
機
関
等
に
関
す
る
届
出
）

（
所
属
機
関
等
に
関
す
る
届
出
）

第
十
九
条
の
十
五

［
略
］

第
十
九
条
の
十
五

［
同
上
］



２

法
第
十
九
条
の
十
六
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
中
長
期
在
留
者
は
、
同
条
各
号
に

２

法
第
十
九
条
の
十
六
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
中
長
期
在
留
者
は
、
同
条
各
号
に

定
め
る
事
由
が
生
じ
た
旨
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
地
方
出

定
め
る
事
由
が
生
じ
た
旨
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
地
方
入

入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
管
理
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
は
、
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達

３

前
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
は
、
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一

般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る

般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
り
提
出
す
る
と
き
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
り
提
出
す
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
が
指
定
す

長
官
が
指
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
入
国
管
理
官
署
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
属
機
関
に
よ
る
届
出
）

（
所
属
機
関
に
よ
る
届
出
）

第
十
九
条
の
十
六

［
略
］

第
十
九
条
の
十
六

［
同
上
］

２

前
項
に
規
定
す
る
機
関
が
法
第
十
九
条
の
十
七
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
別
表
第

２

前
項
に
規
定
す
る
機
関
が
法
第
十
九
条
の
十
七
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
別
表
第

三
の
四
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
受
入
れ
の
状
況
に
至
つ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、

三
の
四
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
受
入
れ
の
状
況
に
至
つ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、

当
該
受
入
れ
の
状
況
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

当
該
受
入
れ
の
状
況
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

面
を
地
方
入
国
管
理
局
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
特
定
技
能
所
属
機
関
に
よ
る
届
出
）

第
十
九
条
の
十
七

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事

［
条
を
加
え
る
。
］

項
は
、
届
出
に
係
る
特
定
技
能
外
国
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
国
籍
・
地
域

、
住
居
地
及
び
在
留
カ
ー
ド
の
番
号
並
び
に
別
表
第
三
の
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
由

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
技
能
所
属
機
関
は
、

同
項
各
号
に
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
同
項
各
号
に
定
め
る

事
由
が
生
じ
た
旨
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
地
方
出
入
国



在
留
管
理
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
は
、
業
務
の
内
容

、
報
酬
の
額
そ
の
他
の
労
働
条
件
以
外
の
変
更
で
あ
つ
て
、
特
定
技
能
雇
用
契
約
に

実
質
的
な
影
響
を
与
え
な
い
変
更
と
す
る
。

４

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
は
、
支
援
の
内
容

又
は
実
施
方
法
以
外
の
変
更
で
あ
つ
て
、
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
に
実
質

的
な
影
響
を
与
え
な
い
変
更
と
す
る
。

５

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
は
、
契
約
の
内
容

の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第
二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
に
実
質
的
な
影
響
を
与
え
な
い

変
更
と
す
る
。

６

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

特
定
技
能
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
場
合

二

特
定
技
能
外
国
人
に
関
し
て
出
入
国
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
に
関
し
不
正
又

は
著
し
く
不
当
な
行
為
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

７

第
十
九
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
を
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
九
条
の
十
八

法
第
十
九
条
の
十
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定

［
条
を
加
え
る
。
］

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
の
対
象
と
な
る
期
間
内
に
受
け
入
れ
て
い
た
特
定
技
能
外
国
人
の
総
数

二

届
出
に
係
る
特
定
技
能
外
国
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
国
籍
・
地
域
、

住
居
地
及
び
在
留
カ
ー
ド
の
番
号

三

届
出
に
係
る
特
定
技
能
外
国
人
が
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の



下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
行
つ
た
日
数
、
活
動
の
場
所
及
び
従
事
し
た
業
務
の
内
容

四

届
出
に
係
る
特
定
技
能
外
国
人
が
派
遣
労
働
者
等
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正

な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
八
十
八
号
。
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

る
派
遣
労
働
者
及
び
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第

六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
派
遣
船
員
を
い
う
。
）
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
派
遣
先
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
先

及
び
船
員
職
業
安
定
法
第
六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
を
い
う
。
）
で
あ

る
本
邦
の
公
私
の
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

２

法
第
十
九
条
の
十
八
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
技
能
外
国
人
及
び
当
該
特
定
技
能
外
国
人
の
報
酬
を
決
定
す
る
に
当
た
つ

て
比
較
対
象
者
と
し
た
従
業
員
（
比
較
対
象
者
と
し
た
従
業
員
が
い
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
技
能
外
国
人
と
同
一
の
業
務
に
従
事
す
る
従
業
員
）
に
対

す
る
報
酬
の
支
払
状
況
（
当
該
特
定
技
能
外
国
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
報
酬
の
総
額
及

び
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
対
す
る
当
該
特
定
技
能
外
国
人
の
預
金
口
座
又
は

貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
現
実
に
支
払
わ
れ
た
額
を
含
む
。

）
二

所
属
す
る
従
業
員
の
数
、
特
定
技
能
外
国
人
と
同
一
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の

新
規
雇
用
者
数
、
離
職
者
数
、
行
方
不
明
者
数
及
び
そ
れ
ら
の
日
本
人
、
外
国
人

の
別

三

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
雇
用
保
険
に
係
る
適
用
の
状
況
並
び
に
労
働

者
災
害
補
償
保
険
の
適
用
の
手
続
に
係
る
状
況



四

特
定
技
能
外
国
人
の
安
全
衛
生
に
関
す
る
状
況

五

特
定
技
能
外
国
人
の
受
入
れ
に
要
し
た
費
用
の
額
及
び
そ
の
内
訳

３

法
第
十
九
条
の
十
八
第
二
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
技
能
所
属
機
関
は
、

同
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
届
出
が
法
第
十
九
条
の
十
八
第
二
項
第
二
号
に
係
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
適
合
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
の
実
施
の
状
況
を
明
ら

か
に
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
十
九
条
の
十
八
第
二
項
の
届
出
は
、
一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
四
月
か
ら
六
月

ま
で
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
各
区
分
に
よ
る
期
間
（

以
下
「
四
半
期
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
当
該
四
半
期
の
翌
四
半
期
の
初
日
か
ら
十

四
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
十
九
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
を
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
十
九
条
の
十
九

法
第
十
九
条
の
二
十
四
第
一
項
の
申
請
は
、
別
記
第
二
十
九
号
の

［
条
を
加
え
る
。
］

十
五
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

法
第
十
九
条
の
二
十
四
第
一
項
第
三
号
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

一

支
援
業
務
を
開
始
す
る
予
定
年
月
日

二

特
定
技
能
外
国
人
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
体
制
の
概
要

３

法
第
十
九
条
の
二
十
四
第
二
項
（
法
第
十
九
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用



す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
法
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る

。
た
だ
し
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
こ
れ
ら
の
書
類
の
一
部
又
は
全
部
の
添
付

を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
又

は
寄
附
行
為
並
び
に
そ
の
役
員
の
住
民
票
の
写
し
（
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一

の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
役
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
役
員
及
び

そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
当

該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
又
は
寄
附
行
為
並
び
に
そ
の
役
員
の
住
民

票
の
写
し
）
）
、
法
人
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
申
請
者
の
住
民
票
の
写
し

二

申
請
者
の
概
要
書

三

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

四

適
合
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
の
実
施
に
関
す
る
責
任
者
（
以
下
「
支

援
責
任
者
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書
並
び
に
就
任
承
諾
書
及
び
支
援
業
務
に
係
る

誓
約
書
の
写
し

五

適
合
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
に
基
づ
く
支
援
を
担
当
す
る
者
（
以
下

「
支
援
担
当
者
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書
並
び
に
就
任
承
諾
書
及
び
支
援
業
務
に

係
る
誓
約
書
の
写
し

六

そ
の
他
必
要
な
書
類

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
支
援
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
十
九
条
の
二
十

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
第
五
号
の
法
務
省
令
で
定
め
る
者

［
条
を
加
え
る
。
］

は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
支
援
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
の
必
要
な

認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。



（
支
援
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
者
）

第
十
九
条
の
二
十
一

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
第
十
四
号
の
法
務
省
令
で
定
め

［
条
を
加
え
る
。
］

る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

過
去
一
年
間
に
、
登
録
支
援
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
お
い
て
、
そ
の
者
の

責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
外
国
人
の
行
方
不
明
者
を
発
生
さ
せ
て
い
る
者

二

登
録
支
援
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
お
い
て
、
役
員
又
は
職
員
の
中
か
ら
、

支
援
責
任
者
及
び
支
援
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
一
名
以
上
の
支
援
担
当
者
（

支
援
責
任
者
が
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
者

三

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

イ

登
録
支
援
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
、
過
去
二
年
間
に
法
別
表
第
一
の
一

の
表
、
二
の
表
及
び
五
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
（
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営

す
る
活
動
又
は
報
酬
を
受
け
る
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
在
留
資
格
に
限
る

。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
在
留
す
る
中
長
期
在
留
者
の
受
入
れ
又
は

管
理
を
適
正
に
行
つ
た
実
績
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と

ロ

登
録
支
援
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
、
過
去
二
年
間
に
報
酬
を
得
る
目
的

で
業
と
し
て
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
に
関
す
る
各
種
の
相
談
業
務
に
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

ハ

登
録
支
援
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
支
援
責
任
者
及

び
支
援
担
当
者
が
、
過
去
五
年
間
に
二
年
以
上
法
別
表
第
一
の
一
の
表
、
二
の

表
及
び
五
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
中
長
期
在
留
者
の
生

活
相
談
業
務
に
従
事
し
た
一
定
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
支
援
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る

者
が
、
こ
れ
ら
の
者
と
同
程
度
に
支
援
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き



る
者
と
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と

四

情
報
提
供
及
び
相
談
対
応
に
関
し
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

適
合
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
に
基
づ
き
情
報
提
供
す
べ
き
事
項
に

つ
い
て
、
特
定
技
能
外
国
人
が
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
に
よ
り

適
切
に
情
報
提
供
す
る
体
制
を
有
し
て
い
な
い
者

ロ

特
定
技
能
外
国
人
か
ら
の
相
談
に
係
る
対
応
に
つ
い
て
、
担
当
の
職
員
を
確

保
し
、
特
定
技
能
外
国
人
が
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
に
よ
り
適

切
に
対
応
す
る
体
制
を
有
し
て
い
な
い
者

ハ

支
援
責
任
者
又
は
支
援
担
当
者
が
特
定
技
能
外
国
人
及
び
そ
の
監
督
を
す
る

立
場
に
あ
る
者
と
定
期
的
な
面
談
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
し
て

い
な
い
者

五

支
援
業
務
の
実
施
状
況
に
係
る
文
書
を
作
成
し
、
当
該
支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
に
、
当
該
支
援
業
務
に
係
る
支
援
の
対
象
で
あ
る
特
定
技
能
外
国
人
が
締
結
し

た
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
一
年
以
上
備
え
て
置
く
こ
と
と
し
て
い

な
い
者

六

支
援
責
任
者
又
は
支
援
担
当
者
が
次
の
い
ず
れ
か
（
支
援
担
当
者
に
あ
つ
て
は

イ
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
者

イ

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者

ロ

特
定
技
能
所
属
機
関
の
役
員
の
配
偶
者
、
二
親
等
内
の
親
族
そ
の
他
特
定
技

能
所
属
機
関
の
役
員
と
社
会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
技
能
所
属
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
た
支
援
業
務

に
係
る
支
援
責
任
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者



ハ

過
去
五
年
間
に
特
定
技
能
所
属
機
関
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
技
能
所
属
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
た
支
援
業
務

に
係
る
支
援
責
任
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者

七

一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
直
接
又
は
間
接
に
当

該
外
国
人
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
者

八

法
第
二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
を
締
結
す
る
に
当
た
り
、
特
定
技
能
所
属
機
関

に
対
し
、
支
援
業
務
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
そ
の
内
訳
を
示
す
こ
と
と
し
て
い

な
い
者

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
二

法
第
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日
か

［
条
を
加
え
る
。
］

ら
十
四
日
以
内
に
、
別
記
第
二
十
九
号
の
十
六
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
地
方
出
入
国

在
留
管
理
局
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
支
援
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
三

法
第
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
の
届
出
は
、
当
該
休
止
又
は
廃

［
条
を
加
え
る
。
］

止
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理

局
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
届
出
を
し
て
支
援
業
務
を
休
止
し
た
者
は
、
休
止
し
た
支
援
業
務
を
再
開

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
地
方

出
入
国
在
留
管
理
局
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
援
業
務
の
実
施
状
況
等
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四

法
第
十
九
条
の
三
十
第
二
項
の
届
出
は
、
四
半
期
ご
と
に
、
同

［
条
を
加
え
る
。
］

項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
当
該
四
半
期
の
翌
四
半
期
の
初
日
か
ら

十
四
日
以
内
に
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。



２

法
第
十
九
条
の
三
十
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一

特
定
技
能
外
国
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
国
籍
・
地
域
、
住
居
地
及
び

在
留
カ
ー
ド
の
番
号

二

特
定
技
能
所
属
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三

特
定
技
能
外
国
人
か
ら
受
け
た
相
談
の
内
容
及
び
対
応
状
況
（
労
働
基
準
監
督

署
へ
の
通
報
及
び
公
共
職
業
安
定
所
へ
の
相
談
の
状
況
を
含
む
。
）

四

出
入
国
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
の
発

生
、
特
定
技
能
外
国
人
の
行
方
不
明
者
の
発
生
そ
の
他
の
問
題
の
発
生
状
況

（
調
書
の
作
成
）

（
調
書
の
作
成
）

第
十
九
条
の
二
十
五

入
国
審
査
官
又
は
入
国
警
備
官
は
、
法
第
十
九
条
の
三
十
七
第

第
十
九
条
の
十
七

入
国
審
査
官
又
は
入
国
警
備
官
は
、
法
第
十
九
条
の
十
九
第
二
項

二
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
人
に
対
し
出
頭
を
求
め
て
質
問
を
し
た
と
き
は
、
当
該
関

の
規
定
に
よ
り
関
係
人
に
対
し
出
頭
を
求
め
て
質
問
を
し
た
と
き
は
、
当
該
関
係
人

係
人
の
供
述
を
録
取
し
た
調
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
供
述
を
録
取
し
た
調
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
在
留
資
格
の
変
更
）

（
在
留
資
格
の
変
更
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
写
真
一
葉
、
申
請
に
係
る
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲

２

前
項
の
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
写
真
一
葉
、
申
請
に
係
る
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲

げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他
参
考

げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他
参
考

と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
出
入
国

と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
入
国
管

在
留
管
理
局
長
が
そ
の
資
料
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い

理
局
長
が
そ
の
資
料
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
本
文
の
規

３

第
一
項
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
本
文
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が



局
長
が
提
出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

提
出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

［
４
～
６

略
］

［
４
～
６

同
上
］

７

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
の
変
更
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お

７

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
の
変
更
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の

い
て
、
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の

下
欄
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
へ
の
変
更
を
許
可
す
る
と
き

下
欄
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
へ
の
変
更
を
許
可
す
る
と
き

は
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
を
記
載
し
た
別
記
第
三
十
一
号
の
三

は
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
を
記
載
し
た
別
記
第
三
十
一
号
の
三

様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
し
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
を
許
可
す
る
と

様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
し
、
特
定
活
動
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
を
許
可
す
る
と

き
は
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
及
び
特
定
産
業
分
野
を
記
載
し
た

き
は
法
務
大
臣
が
個
々
の
外
国
人
に
つ
い
て
特
に
指
定
す
る
活
動
を
記
載
し
た
別
記

別
記
第
三
十
一
号
の
四
様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
し
、
特
定
活
動
の
在
留
資
格
へ

第
七
号
の
四
様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

の
変
更
を
許
可
す
る
と
き
は
法
務
大
臣
が
個
々
の
外
国
人
に
つ
い
て
特
に
指
定
す
る

活
動
を
記
載
し
た
別
記
第
七
号
の
四
様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

。
［
８
・
９

略
］

［
８
・
９

同
上
］

（
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
在
留
資
格
の
変
更
の
特
則
）

第
二
十
条
の
二

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
技
能
の
在
留
資
格
（
法
別

［
条
を
加
え
る
。
］

表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
の
変
更
を
申
請
し
た
場
合
で
あ

つ
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
が
同
在
留
資
格
を
も
つ
て
本
邦
に
在
留
し
た
こ
と
が
あ

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
し
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年

に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
二
十
条
第
三
項
の
相
当
の
理
由
が
な
い
も
の
と
す
る

。（
在
留
期
間
の
更
新
）

（
在
留
期
間
の
更
新
）



第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
写
真
一
葉
並
び
に
申
請
に
係
る
別
表
第
三
の
六
の

２

前
項
の
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
写
真
一
葉
並
び
に
申
請
に
係
る
別
表
第
三
の
五
の

上
欄
に
掲
げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ

上
欄
に
掲
げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地

方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
そ
の
資
料
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て
も
支

方
入
国
管
理
局
長
が
そ
の
資
料
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
本
文
の
規

３

第
一
項
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
本
文
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が

局
長
が
提
出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

提
出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

４

第
二
十
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て

４

前
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
九
項
中
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
九
項
中
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

二
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

す
る
。

。

［
５
・
６

略
］

［
５
・
６

同
上
］

（
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
在
留
期
間
の
更
新
の
特
則
）

第
二
十
一
条
の
二

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
期
間
の
更
新
を
申
請

［
条
を
加
え
る
。
］

し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
が
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格
を
も
つ
て

本
邦
に
在
留
し
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の

相
当
の
理
由
が
な
い
も
の
と
す
る
。

（
申
請
内
容
の
変
更
の
申
出
）

（
申
請
内
容
の
変
更
の
申
出
）

第
二
十
一
条
の
三

第
二
十
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
外
国
人
が
、
当
該
申
請
を
在
留

第
二
十
一
条
の
二

第
二
十
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
外
国
人
が
、
当
該
申
請
を
在
留

期
間
の
更
新
の
申
請
に
変
更
す
る
こ
と
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三

期
間
の
更
新
の
申
請
に
変
更
す
る
こ
と
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三



十
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出

十
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
に
係
る
第
二
十
条
第
一
項
の
申
請

２

前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
に
係
る
第
二
十
条
第
一
項
の
申
請

が
あ
つ
た
日
に
第
二
十
一
条
第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

が
あ
つ
た
日
に
前
条
第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

３

第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
地
方
入
国
管
理
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

る
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
写
真
一
葉
並
び
に
申
出
に
係
る
別
表
第
三
の
六

は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
写
真
一
葉
並
び
に
申
出
に
係
る
別
表
第
三
の
五
の
上
欄

の
上
欄
に
掲
げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び

に
掲
げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
第
四
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に

４

第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
及
び
前
項
に
定
め
る
手
続
」
と
あ
る

「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
及
び
前
項
に
定
め
る
手
続
」
と
あ
る
の
は
「

の
は
「
、
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
及
び
第
二
十
一
条
の
三

、
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

の
と
す
る
。

る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
が
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
出

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
が
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
出

頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
は
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局

頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
は
、
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭

に
出
頭
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
国
人
の
親
族
又

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
国
人
の
親
族
又
は
同
居

は
同
居
者
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
適
当
と
認

者
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
地
方
入
国
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、

め
る
も
の
が
、
本
邦
に
あ
る
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
出
書
及

本
邦
に
あ
る
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
出
書
及
び
第
三
項
に
定

び
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
並
び
に
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第

め
る
資
料
の
提
出
並
び
に
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る

四
項
に
定
め
る
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

第
二
十
一
条
の
四

第
二
十
一
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
外
国
人
が
、
当
該
申
請
を
在

第
二
十
一
条
の
三

第
二
十
一
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
外
国
人
が
、
当
該
申
請
を
在



留
資
格
の
変
更
の
申
請
に
変
更
す
る
こ
と
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第

留
資
格
の
変
更
の
申
請
に
変
更
す
る
こ
と
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第

三
十
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提

三
十
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
条
の
二
並
び
に
前
条
第
三
項
及

３

第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
第
四
項
並
び
に
前
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定

び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
三

、
第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
」
と

項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
及
び
前
項
に

、
「
及
び
前
項
に
定
め
る
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項

定
め
る
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
三

る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
資
料

項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
」
と
、
前
条
第
三
項
中
「
別
表
第
三
の
六
」
と
あ
る
の
は

の
提
出
」
と
、
前
条
第
三
項
中
「
別
表
第
三
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
三
」
と

「
別
表
第
三
」
と
、
前
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
四

、
前
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「

第
一
項
」
と
、
「
及
び
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
並
び
に
第
四
項
に
お
い
て
準

及
び
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
並
び
に
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条

用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の

第
四
項
に
定
め
る
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
お
い

四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
及

て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
及
び
第
二
十
条
第
四

び
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

項
に
定
め
る
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
永
住
許
可
）

（
永
住
許
可
）

第
二
十
二
条

［
略
］

第
二
十
二
条

［
同
上
］

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
申
請
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
者
に
係
る
も
の
で

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
申
請
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
者
に
係
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長

あ
る
と
き
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が
提
出

が
提
出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
在
留
資
格
の
取
得
）

（
在
留
資
格
の
取
得
）



第
二
十
四
条

［
１
・
２

略
］

第
二
十
四
条

［
１
・
２

同
上
］

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
提

と
き
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が
提
出
を
要

出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

［
４
～
７

略
］

［
４
～
７

同
上
］

（
永
住
者
の
在
留
資
格
の
取
得
）

（
永
住
者
の
在
留
資
格
の
取
得
）

第
二
十
五
条

［
略
］

第
二
十
五
条

［
同
上
］

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
申
請
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
者
に
係
る
も
の
で

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
申
請
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
者
に
係
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長

あ
る
と
き
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が
提
出

が
提
出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
意
見
聴
取
担
当
入
国
審
査
官
の
指
定
）

（
意
見
聴
取
担
当
入
国
審
査
官
の
指
定
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
を
さ
せ

第
二
十
五
条
の
二

法
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
を
さ
せ

る
入
国
審
査
官
（
以
下
「
意
見
聴
取
担
当
入
国
審
査
官
」
と
い
う
。
）
は
、
意
見
の

る
入
国
審
査
官
（
以
下
「
意
見
聴
取
担
当
入
国
審
査
官
」
と
い
う
。
）
は
、
意
見
の

聴
取
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
入
国
審
査
官
の
う
ち
か

聴
取
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
入
国
審
査
官
の
う
ち
か

ら
、
法
務
大
臣
（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
二
条
の
四

ら
、
法
務
大
臣
（
法
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
二
条
の
四
に
規
定

に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
取
消
し
に
関
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
た
出
入
国
在
留
管

す
る
在
留
資
格
の
取
消
し
に
関
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
た
地
方
入
国
管
理
局
長
を

理
庁
長
官
及
び
法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
出
入
国
在
留
管
理
庁

含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
五
条
の
十
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
指
定
す

長
官
に
委
任
さ
れ
た
当
該
権
限
の
委
任
を
受
け
た
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
を
含

る
。

む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
五
条
の
十
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
指
定
す
る

。（
代
理
人
の
選
解
任
の
手
続
）

（
代
理
人
の
選
解
任
の
手
続
）



第
二
十
五
条
の
四

法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
聴
取
通
知
書
の

第
二
十
五
条
の
四

法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
聴
取
通
知
書
の

送
達
又
は
通
知
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
聴
取
者
」
と
い
う
。
）
は
、
意
見
の
聴
取

送
達
又
は
通
知
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
聴
取
者
」
と
い
う
。
）
は
、
意
見
の
聴
取

に
代
理
人
を
出
頭
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
七
号
の
四
様
式
に
よ
る

に
代
理
人
を
出
頭
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
七
号
の
四
様
式
に
よ
る

代
理
人
資
格
証
明
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

代
理
人
資
格
証
明
書
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
つ
た
と
き
は
、
当
該
代
理
人
を
選
任
し
た
被
聴
取
者
は

２

代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
つ
た
と
き
は
、
当
該
代
理
人
を
選
任
し
た
被
聴
取
者
は

、
速
や
か
に
、
別
記
第
三
十
七
号
の
五
様
式
に
よ
る
代
理
人
資
格
喪
失
届
出
書
一
通

、
速
や
か
に
、
別
記
第
三
十
七
号
の
五
様
式
に
よ
る
代
理
人
資
格
喪
失
届
出
書
一
通

を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
地
方
入
国
管
理
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
害
関
係
人
）

（
利
害
関
係
人
）

第
二
十
五
条
の
五

［
略
］

第
二
十
五
条
の
五

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
出
は
、
利
害
関
係
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
お
い
て

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
出
は
、
利
害
関
係
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
お
い
て

別
記
第
三
十
七
号
の
六
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
提

別
記
第
三
十
七
号
の
六
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局
に
提
出
し
て

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
意
見
の
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
）

（
意
見
の
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
）

第
二
十
五
条
の
六

［
略
］

第
二
十
五
条
の
六

［
同
上
］

２

前
項
の
申
出
は
、
別
記
第
三
十
七
号
の
八
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
出
入

２

前
項
の
申
出
は
、
別
記
第
三
十
七
号
の
八
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
入
国

国
在
留
管
理
局
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

管
理
局
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
意
見
の
聴
取
へ
の
出
頭
）

（
意
見
の
聴
取
へ
の
出
頭
）

第
二
十
五
条
の
八

［
１
・
２

略
］

第
二
十
五
条
の
八

［
１
・
２

同
上
］

３

前
項
の
申
出
は
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
一
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
出

３

前
項
の
申
出
は
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
一
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
入

入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

国
管
理
局
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。



４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
文
書
等
の
閲
覧
）

（
文
書
等
の
閲
覧
）

第
二
十
五
条
の
十
二

［
１
・
２

略
］

第
二
十
五
条
の
十
二

［
１
・
２

同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
四
様

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
四
様

式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

。
た
だ
し
、
前
項
の
場
合
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
求
め
れ
ば
足
り
る
。

し
、
前
項
の
場
合
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
求
め
れ
ば
足
り
る
。

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

（
再
入
国
の
許
可
）

（
再
入
国
の
許
可
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
入
国
の
許
可
を
申
請
し
よ
う

第
二
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
入
国
の
許
可
を
申
請
し
よ
う

と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
四
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留

と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
四
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局

管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
二
十
一
条
の
三
第
五
項
の
規
定
は
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

４

第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
の
三
第
五
項
中
「
第
一
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「

場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
中
「
第
一
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
」
と
、
「
第
一
項
に
定
め
る
申
出
書
及
び
第
三
項
に
定

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
」
と
、
「
第
一
項
に
定
め
る
申
出
書
及
び
第
三
項
に
定

め
る
資
料
の
提
出
並
び
に
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る

め
る
資
料
の
提
出
並
び
に
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る

手
続
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
の
提
出
及
び
同
条

手
続
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
の
提
出
及
び
同
条

第
三
項
に
定
め
る
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
項
に
定
め
る
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る

認
め
る
場
合
に
は
、
外
国
人
は
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
す
る
こ
と
を
要

場
合
に
は
、
外
国
人
は
、
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
国
人
か
ら
依
頼
を
受
け
た
旅
行
業
者
で

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
国
人
か
ら
依
頼
を
受
け
た
旅
行
業
者
で
地
方
入
国
管
理

地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書

局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
の
提
出
及
び
第
二
項
に

の
提
出
及
び
第
二
項
に
定
め
る
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

定
め
る
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。



［
６
～
８

略
］

［
６
～
８

同
上
］

９

法
第
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
再
入
国
の
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

９

法
第
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
再
入
国
の
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
別
記
第
四
十
四
号
様
式
に
よ
る
再
入
国
許
可
取
消
通
知
書
に
よ
り
そ
の
者

そ
の
旨
を
別
記
第
四
十
四
号
様
式
に
よ
る
再
入
国
許
可
取
消
通
知
書
に
よ
り
そ
の
者

に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が
所
持
す
る
旅
券
に
記
載
さ
れ
た
再
入
国
の
許
可

に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が
所
持
す
る
旅
券
に
記
載
さ
れ
た
再
入
国
の
許
可

の
証
印
を
抹
消
し
、
又
は
そ
の
者
が
所
持
す
る
再
入
国
許
可
書
を
返
納
さ
せ
る
も
の

の
証
印
を
ま
つ
消
し
、
又
は
そ
の
者
が
所
持
す
る
再
入
国
許
可
書
を
返
納
さ
せ
る
も

と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
）

（
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
の
公
正
な
管
理

第
二
十
九
条
の
四

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
の
公
正
な
管
理

の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し
、
法
第
二
十
六
条
の
三

の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し
、
法
第
二
十
六
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
は

第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
は

次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

日
本
国
の
利
益
又
は
公
安
を
害
す
る
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他

五

日
本
国
の
利
益
又
は
公
安
を
害
す
る
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
出
入
国
の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
と
認
め
る
に
足
り
る

の
出
入
国
の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
と
認
め
る
に
足
り
る

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
認
定
す
る
者

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
し
て
法
務
大
臣
が
認
定
す
る
者

２

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は

２

法
務
大
臣
は
、
前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
外
国
人
に
対

、
外
国
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
外
国
人
の
所
在

し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
外
国
人
の
所
在
が
不
明
で
あ
る

が
不
明
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

と
き
そ
の
他
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

３

前
項
の
通
知
は
、
別
記
第
四
十
四
号
の
二
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も

３

前
項
の
通
知
は
、
別
記
第
四
十
四
号
の
二
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
す
る
場
合
に
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
第

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
す
る
場
合
に
は
、
法
務
大
臣
が
第
一
項
第
五
号
の

一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
旨
を
入
国
審
査
官
に
口
頭
で
通
知
さ
せ
て

規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
旨
を
入
国
審
査
官
に
口
頭
で
通
知
さ
せ
て
こ
れ
を
行
う
こ

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。



（
在
留
特
別
許
可
）

（
在
留
特
別
許
可
）

第
四
十
四
条

［
略
］

第
四
十
四
条

［
同
上
］

２

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
を
特
別
に
許
可
す
る
場
合
に
お
い
て
、

２

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
を
特
別
に
許
可
す
る
場
合
に
お
い
て
、

高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
第

高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
第

一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
決
定
す
る
と
き
は
法
務
大
臣
が
指

一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
決
定
す
る
と
き
は
法
務
大
臣
が
指

定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
を
記
載
し
た
別
記
第
三
十
一
号
の
三
様
式
に
よ
る
指
定

定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
を
記
載
し
た
別
記
第
三
十
一
号
の
三
様
式
に
よ
る
指
定

書
を
交
付
し
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
を
許
可
す
る
と
き
は
法
務
大
臣
が

書
を
交
付
し
、
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
決
定
す
る
と
き
は
法
務
大
臣
が
個
々
の
外

指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
及
び
特
定
産
業
分
野
を
記
載
し
た
別
記
第
三
十
一
号

国
人
に
つ
い
て
特
に
指
定
す
る
活
動
を
記
載
し
た
別
記
第
七
号
の
四
様
式
に
よ
る
指

の
四
様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
し
、
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
決
定
す
る
と
き
は

定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

法
務
大
臣
が
個
々
の
外
国
人
に
つ
い
て
特
に
指
定
す
る
活
動
を
記
載
し
た
別
記
第
七

号
の
四
様
式
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
出
頭
確
認
）

（
出
頭
確
認
）

第
五
十
条
の
二

本
邦
か
ら
出
国
す
る
意
思
を
有
す
る
外
国
人
で
、
法
第
五
十
五
条
の

第
五
十
条
の
二

本
邦
か
ら
出
国
す
る
意
思
を
有
す
る
外
国
人
で
、
法
第
五
十
五
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
国
命
令
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
行
政
機
関
の
休

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
国
命
令
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
行
政
機
関
の
休

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
行
政
機
関
の
休
日
を
除
く
執
務
時
間
中
に
、
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
出
頭
し
な

る
行
政
機
関
の
休
日
を
除
く
執
務
時
間
中
に
、
入
国
管
理
官
署
に
出
頭
し
な
け
れ
ば

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

当
該
外
国
人
が
出
頭
し
た
出
入
国
在
留
管
理
官
署
の
職
員
は
、
当
該
外
国
人
に
対

２

当
該
外
国
人
が
出
頭
し
た
入
国
管
理
官
署
の
職
員
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
別

し
、
別
記
第
七
十
一
号
の
二
様
式
に
よ
る
出
頭
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

記
第
七
十
一
号
の
二
様
式
に
よ
る
出
頭
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
出
国
期
限
の
延
長
）

（
出
国
期
限
の
延
長
）

第
五
十
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
出
国
期
限
の
延
長
を
受
け
よ
う

第
五
十
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
出
国
期
限
の
延
長
を
受
け
よ
う

と
す
る
外
国
人
は
、
出
国
期
限
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
出
国
命
令
書
の
交
付
を
受

と
す
る
外
国
人
は
、
出
国
期
限
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
出
国
命
令
書
の
交
付
を
受



け
た
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
出
頭
し
て
、
別
記
第
七
十
一
号
の
四
様
式
に
よ
る
申

け
た
入
国
管
理
官
署
に
出
頭
し
て
、
別
記
第
七
十
一
号
の
四
様
式
に
よ
る
申
出
書
を

出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該
入
国
管

出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
他
の
出
入
国
在

理
官
署
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
他
の
入
国
管
理
官
署
（
主
任
審

留
管
理
官
署
（
主
任
審
査
官
が
置
か
れ
て
い
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に
限
る
。
）

査
官
が
置
か
れ
て
い
る
入
国
管
理
官
署
に
限
る
。
）
に
出
頭
し
、
当
該
申
出
書
を
提

に
出
頭
し
、
当
該
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

出
す
る
こ
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
記
録
を
希
望
す
る
日
本
人
の
た
め
の
登
録
）

（
記
録
を
希
望
す
る
日
本
人
の
た
め
の
登
録
）

第
五
十
四
条
の
二

そ
の
出
国
し
又
は
上
陸
し
よ
う
と
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
第
五

第
五
十
四
条
の
二

そ
の
出
国
し
又
は
上
陸
し
よ
う
と
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
第
五

十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

者
が
、
所
管
局
長
の
登
録
（
以
下
「
日
本
人
希
望
者
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

者
が
、
所
管
局
長
の
登
録
（
以
下
「
日
本
人
希
望
者
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
に

う
と
す
る
場
合
に
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
入
国
管
理
官
署
に
出
頭
し

出
頭
し
、
別
記
第
七
十
三
号
の
二
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
提
出
し
て
日
本
人
希

、
別
記
第
七
十
三
号
の
二
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
提
出
し
て
日
本
人
希
望
者
登

望
者
登
録
の
申
請
を
す
る
と
と
も
に
、
旅
券
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

録
の
申
請
を
す
る
と
と
も
に
、
旅
券
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
難
民
の
認
定
）

（
難
民
の
認
定
）

第
五
十
五
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
民
の
認
定
を
申
請
し
よ

第
五
十
五
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
民
の
認
定
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
七
十
四
号
様
式
（
難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
を
受

う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
七
十
四
号
様
式
（
難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
を
受

け
た
こ
と
が
あ
る
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
七
十
四
号
の
二
様
式
）
に
よ
る
申

け
た
こ
と
が
あ
る
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
七
十
四
号
の
二
様
式
）
に
よ
る
申

請
書
及
び
難
民
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
各
一
通
並
び
に
写
真
二
葉
（
法
第

請
書
及
び
難
民
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
各
一
通
並
び
に
写
真
二
葉
（
法
第

六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
未
取
得
外
国
人
に
つ
い
て
は
、

六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
未
取
得
外
国
人
に
つ
い
て
は
、

三
葉
）
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

三
葉
）
を
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

だ
し
、
無
筆
、
身
体
の
故
障
そ
の
他
申
請
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の

無
筆
、
身
体
の
故
障
そ
の
他
申
請
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が



事
情
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事

あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
陳

項
を
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

（
在
留
資
格
に
係
る
許
可
）

（
在
留
資
格
に
係
る
許
可
）

第
五
十
六
条

［
１
～
４

略
］

第
五
十
六
条

［
１
～
４

同
上
］

５

法
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
は
、
別
記
第
七

５

法
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
は
、
別
記
第
七

十
六
号
の
三
様
式
に
よ
る
取
消
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

十
六
号
の
三
様
式
に
よ
る
取
消
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
仮
滞
在
の
許
可
）

（
仮
滞
在
の
許
可
）

第
五
十
六
条
の
二

［
１
～
５

略
］

第
五
十
六
条
の
二

［
１
～
５

同
上
］

６

法
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
仮
滞
在
期
間
の
更
新
を
申
請
し

６

法
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
仮
滞
在
期
間
の
更
新
を
申
請
し

よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
仮
滞
在
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
別
記
第
七
十
六
号

よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
仮
滞
在
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
別
記
第
七
十
六
号

の
六
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な

の
六
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
７
・
８

略
］

［
７
・
８

同
上
］

（
審
査
請
求
）

（
審
査
請
求
）

第
五
十
八
条

法
第
六
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
は
、
別
記

第
五
十
八
条

法
第
六
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
は
、
別
記

第
七
十
八
号
様
式
又
は
別
記
第
七
十
八
号
の
二
様
式
に
よ
る
審
査
請
求
書
を
地
方
出

第
七
十
八
号
様
式
又
は
別
記
第
七
十
八
号
の
二
様
式
に
よ
る
審
査
請
求
書
を
地
方
入

入
国
在
留
管
理
局
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
管
理
局
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
難
民
旅
行
証
明
書
）

（
難
民
旅
行
証
明
書
）

第
五
十
九
条

法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
民
旅
行
証
明
書

第
五
十
九
条

法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
民
旅
行
証
明
書

の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
八
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一

の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
八
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一

通
及
び
写
真
二
葉
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

通
及
び
写
真
二
葉
を
地
方
入
国
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。



［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

（
入
国
者
収
容
所
等
視
察
委
員
会
の
置
か
れ
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
等
）

（
入
国
者
収
容
所
等
視
察
委
員
会
の
置
か
れ
る
入
国
管
理
官
署
等
）

第
五
十
九
条
の
三

入
国
者
収
容
所
等
視
察
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

第
五
十
九
条
の
三

入
国
者
収
容
所
等
視
察
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

の
名
称
、
法
第
六
十
一
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
並

の
名
称
、
法
第
六
十
一
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
入
国
管
理
官
署
並
び
に
同

び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
七
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
担
当
区
域
内
に

条
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
七
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
担
当
区
域
内
に
あ
る
入

あ
る
入
国
者
収
容
所
及
び
収
容
場
（
以
下
「
入
国
者
収
容
所
等
」
と
い
う
。
）
並
び

国
者
収
容
所
及
び
収
容
場
（
以
下
「
入
国
者
収
容
所
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
出
国

に
出
国
待
機
施
設
は
、
別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。

待
機
施
設
は
、
別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。

（
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
）

（
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
）

第
五
十
九
条
の
四

［
１
～
６

略
］

第
五
十
九
条
の
四

［
１
～
６

同
上
］

７

委
員
会
の
庶
務
は
、
そ
の
置
か
れ
る
出
入
国
在
留
管
理
官
署
の
総
務
課
に
お
い
て

７

委
員
会
の
庶
務
は
、
そ
の
置
か
れ
る
入
国
管
理
官
署
の
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す

処
理
す
る
。

る
。

（
委
員
会
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
委
員
会
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
五
十
九
条
の
五

法
第
六
十
一
条
の
七
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
的
な
情
報

第
五
十
九
条
の
五

法
第
六
十
一
条
の
七
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
的
な
情
報

の
提
供
は
、
入
国
者
収
容
所
長
又
は
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
（
以
下
「
入
国
者

の
提
供
は
、
入
国
者
収
容
所
長
又
は
地
方
入
国
管
理
局
長
（
以
下
「
入
国
者
収
容
所

収
容
所
長
等
」
と
い
う
。
）
が
、
毎
年
度
、
そ
の
年
度
に
お
け
る
最
初
の
委
員
会
の

長
等
」
と
い
う
。
）
が
、
毎
年
度
、
そ
の
年
度
に
お
け
る
最
初
の
委
員
会
の
会
議
に

会
議
に
お
い
て
、
入
国
者
収
容
所
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
入
国

お
い
て
、
入
国
者
収
容
所
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
入
国
者
収
容

者
収
容
所
等
の
運
営
の
状
況
を
把
握
す
る
の
に
必
要
な
情
報
を
記
載
し
た
書
面
を
提

所
等
の
運
営
の
状
況
を
把
握
す
る
の
に
必
要
な
情
報
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る

出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

２

法
第
六
十
一
条
の
七
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
七
の
四

２

法
第
六
十
一
条
の
七
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
七
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
的
な
情
報
の
提
供
は
、
出
国
待
機
施
設
の
所
在
地
を
管

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
的
な
情
報
の
提
供
は
、
出
国
待
機
施
設
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
長
が
、
毎
年
度
、
そ
の
年
度
に
お
け
る
最
初
の

轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
の
長
が
、
毎
年
度
、
そ
の
年
度
に
お
け
る
最
初
の
委
員
会

委
員
会
の
会
議
に
お
い
て
、
出
国
待
機
施
設
の
概
要
、
当
該
施
設
の
入
所
定
員
及
び

の
会
議
に
お
い
て
、
出
国
待
機
施
設
の
概
要
、
当
該
施
設
の
入
所
定
員
及
び
使
用
者



使
用
者
数
の
推
移
並
び
に
当
該
施
設
の
使
用
者
か
ら
の
施
設
に
関
す
る
意
見
の
提
出

数
の
推
移
並
び
に
当
該
施
設
の
使
用
者
か
ら
の
施
設
に
関
す
る
意
見
の
提
出
状
況
そ

状
況
そ
の
他
の
当
該
施
設
の
運
営
に
関
し
特
記
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
出
国
待
機

の
他
の
当
該
施
設
の
運
営
に
関
し
特
記
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
出
国
待
機
施
設
の

施
設
の
運
営
の
状
況
を
把
握
す
る
の
に
必
要
な
情
報
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る

運
営
の
状
況
を
把
握
す
る
の
に
必
要
な
情
報
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
五
十
九
条
の
六

［
略
］

第
五
十
九
条
の
六

［
同
上
］

２

法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
（
同
条

２

法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
（
同
条

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
と
す
る
。

場
合
と
す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
外
国
人
に
代
わ
つ
て
別
表
第
七
の
一
の

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
外
国
人
に
代
わ
つ
て
別
表
第
七
の
一
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為

を
す
る
場
合
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
人
又
は
法
第
六

を
す
る
場
合
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
人
又
は
法
第
六

十
一
条
の
九
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
し
な
け
れ
ば

十
一
条
の
九
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に
限
り
、
ハ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、

な
ら
な
い
者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に
限
り
、
ハ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て

、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

、
地
方
入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

イ

受
入
れ
機
関
等
の
職
員
、
公
益
法
人
の
職
員
又
は
登
録
支
援
機
関
の
職
員
で

イ

受
入
れ
機
関
等
の
職
員
又
は
公
益
法
人
の
職
員
で
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が

、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

適
当
と
認
め
る
も
の

ロ

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し

ロ

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し

て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
外
国
人
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
外
国
人
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾



病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
別
表
第
七
の
一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す

病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
別
表
第
七
の
一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
の
親
族
（
当
該
外
国
人
と
同

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
の
親
族
（
当
該
外
国
人
と
同

居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
外
国
人
の
親
族
を
除

居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
外
国
人
の
親
族
を
除

く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
適
当
と
認

く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
地
方
入
国
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も

め
る
も
の
が
、
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同

の
が
、
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
。

欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
。

三

法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
（
法
第
十
九
条
の
十
一
第
三
項
、
第
十
九
条
の
十
二

三

法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
（
法
第
十
九
条
の
十
一
第
三
項
、
第
十
九
条
の
十
二

第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に

つ
い
て
は
、
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
法
第
十
九
条
の

つ
い
て
は
、
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
法
第
十
九
条
の

十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条

十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条

の
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
日
に
、
当
該
届

の
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
日
に
、
当
該
届

出
又
は
申
請
を
し
た
外
国
人
に
対
し
法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
在

出
又
は
申
請
を
し
た
外
国
人
に
対
し
法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
在

留
カ
ー
ド
の
交
付
を
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
お

留
カ
ー
ド
の
交
付
を
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
地
方
入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相

い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

当
と
認
め
る
と
き
。

３

法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

３

法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
本
邦
に
あ
る
外
国
人
又
は
そ
の
法
定

一

前
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
本
邦
に
あ
る
外
国
人
又
は
そ
の
法
定

代
理
人
の
依
頼
に
よ
り
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
別
表
第
七
の
二
の
表
の
上
欄
に

代
理
人
の
依
頼
に
よ
り
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
別
表
第
七
の
二
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場
合

掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場
合

で
あ
つ
て
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

で
あ
つ
て
、
地
方
入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
外
国
人
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
外
国
人
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾

病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
別
表
第
七
の
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す

病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
別
表
第
七
の
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す



る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
の
親
族
又
は
同
居
者
若
し
く

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
の
親
族
又
は
同
居
者
若
し
く

は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、

は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
地
方
入
国
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
本
邦
に

本
邦
に
あ
る
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表

あ
る
当
該
外
国
人
に
代
わ
つ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
（
当
該
外
国
人
の
法
定
代
理
人
が
当
該
外
国

に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
（
当
該
外
国
人
の
法
定
代
理
人
が
当
該
外
国
人
に
代

人
に
代
わ
つ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

わ
つ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

（
手
数
料
納
付
書
）

（
手
数
料
納
付
書
）

第
六
十
一
条

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
別

第
六
十
一
条

法
第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付

記
第
八
十
三
号
の
二
様
式
に
よ
る
手
数
料
納
付
書
に
、
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す

は
、
別
記
第
八
十
四
号
様
式
に
よ
る
手
数
料
納
付
書
に
、
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当

る
収
入
印
紙
を
貼
つ
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
収
入
印
紙
を
貼
つ
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

再
入
国
許
可
の
有
効
期
間
の
延
長
の
許
可
の
記
載
又
は
難
民
旅
行
証
明
書
の
有
効
期

間
の
延
長
の
許
可
の
記
載
を
受
け
る
者
が
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

法
第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
別
記

［
項
を
加
え
る
。
］

第
八
十
四
号
様
式
に
よ
る
手
数
料
納
付
書
に
、
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入

印
紙
を
貼
つ
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
入
国
許

可
の
有
効
期
間
の
延
長
の
許
可
の
記
載
又
は
難
民
旅
行
証
明
書
の
有
効
期
間
の
延
長

の
許
可
の
記
載
を
受
け
る
者
が
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
六
十
一
条
の
二

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
入
国
在
留
管
理
庁

第
六
十
一
条
の
二

法
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
法
務
大
臣
の

長
官
に
委
任
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
法
務
大
臣
の
権
限
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

権
限
は
、
地
方
入
国
管
理
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
、
第
一
号
の
二
の

り
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
務
大
臣
又
は
法
務
大

二
、
第
二
号
か
ら
第
三
号
の
三
ま
で
、
第
五
号
の
四
、
第
八
号
、
第
十
号
か
ら
第
十

臣
の
権
限
を
委
任
さ
れ
た
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い

五
号
ま
で
、
第
十
七
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
が



。

自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

［
略
］

一
の
二

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

一
の
二
の
二

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
の
権
限

［
号
を
削
る
。
］

一
の
三

法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
削
る
。
］

一
の
四

法
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
権

限

三

法
第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

二

法
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

四

［
略
］

三

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

三
の
二

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
権
限

［
号
を
削
る
。
］

三
の
三

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
権
限

［
号
を
削
る
。
］

四

法
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
削
る
。
］

五

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
削
る
。
］

五
の
二

法
第
十
九
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
削
る
。
］

五
の
三

法
第
十
九
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド

の
返
納
を
受
け
る
権
限

［
号
を
削
る
。
］

五
の
四

法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

五

法
第
二
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

六

法
第
二
十
条
第
三
項
並
び
に
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
法
第
二
十
一
条
第

四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
削
る
。
］

六
の
二

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

六

法
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

七

法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限



七

法
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
加
え
る
。
］

八

法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条

［
号
を
加
え
る
。
］

第
三
項
本
文
及
び
第
四
項
並
び
に
法
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

九

法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項

ロ

法
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
三
項
本
文

及
び
第
四
項

ハ

法
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で

十

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で

八

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で

に
規
定
す
る
権
限

に
規
定
す
る
権
限
（
永
住
者
の
在
留
資
格
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

［
号
を
削
る
。
］

九

法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

十
一

法
第
四
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

十

法
第
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

十
三

法
第
六
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
権
限

十
三

法
第
六
十
一
条
の
二
か
ら
第
六
十
一
条
の
二
の
三
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

十
四

法
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
に
規
定
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
権
限

十
五

法
第
六
十
一
条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
加
え
る
。
］

十
六

法
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
項
前
段
並
び

十
四

法
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

に
同
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
七

［
略
］

十
五

［
同
上
］



［
号
を
削
る
。
］

十
六

法
第
六
十
一
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
難
民
認
定
証
明
書
及
び
難

民
旅
行
証
明
書
の
返
納
を
受
け
る
権
限

十
八

法
第
六
十
一
条
の
二
の
八
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

十
七

法
第
六
十
一
条
の
二
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
永
住
者
の
在
留
資
格

法
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
第
七
項

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

た
だ
し
書
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
権
限

十
九

法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
一
に
規
定
す
る
権
限

［
号
を
加
え
る
。
］

［
号
を
削
る
。
］

十
八

法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規

定
す
る
権
限

［
号
を
削
る
。
］

十
九

法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
難
民
認
定
証
明
書
及
び
難
民
旅

行
証
明
書
の
返
納
を
受
け
る
権
限

二
十

［
略
］

二
十

［
同
上
］

２

法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
出
入
国
在
留
管
理
庁

［
項
を
加
え
る
。
］

長
官
の
権
限
は
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
（

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
に
限
る
。
）
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
、

第
八
号
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
六
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

一

法
第
九
条
第
二
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
権
限

二

法
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す

る
権
限

三

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
権
限

四

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
権
限

五

法
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限



六

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

七

法
第
十
九
条
の
六
に
規
定
す
る
権
限

八

法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

九

法
第
十
九
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十

法
第
十
九
条
の
十
五
に
規
定
す
る
権
限

十
一

法
第
十
九
条
の
十
九
に
規
定
す
る
権
限

十
二

法
第
十
九
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
権
限

十
三

法
第
十
九
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
権
限

十
四

法
第
十
九
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

十
五

法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

十
六

法
第
五
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

十
七

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

十
八

法
第
六
十
一
条
の
二
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

十
九

法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規

定
す
る
権
限

二
十

法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
三
に
規
定
す
る
権
限

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
六
十
一
条
の
三

［
略
］

第
六
十
一
条
の
三

［
同
上
］

２

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る

２

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
届

及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
法
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］



［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
六
十
二
条

法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長

第
六
十
二
条

法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
、
地
方
入
国
管
理
局
長
又

官
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
又
は
入
国
審
査
官
に
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
る
資

は
入
国
審
査
官
に
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
る
資
料
が
外
国
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

料
が
外
国
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
資
料
に
訳
文
を
添
付
し
な
け

る
と
き
は
、
そ
の
資
料
に
訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

在
留
資
格

在
留
期
間

在
留
資
格

在
留
期
間

［
略
］

［
同
上
］

技
能

［
略
］

技
能

［
同
上
］

特
定
技
能

一

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号

［
項
を
加
え
る
。
］

に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
者
に
あ
つ
て
は
、
一
年
、
六
月
又
は

四
月

二

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
二
号

に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
、
一
年
又
は

六
月

［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
三
（
第
六
条
、
第
六
条
の
二
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
の
四
、
第
二
十
四
条

別
表
第
三
（
第
六
条
、
第
六
条
の
二
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
の
三
、
第
二
十
四
条

関
係
）

関
係
）

在
留
資
格

活

動

資

料

在
留
資
格

活

動

資

料

［
略
］

［
同
上
］



技
能

［
略
］

技
能

［
同
上
］

特
定
技
能

法
別
表
第

一

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の

［
項
を
加
え
る
。
］

一
の
二
の

下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る

表
の
特
定

場
合

技
能
の
項

イ

特
定
技
能
所
属
機
関
の
概
要
を
明
ら
か
に

の
下
欄
に

す
る
資
料

掲
げ
る
活

ロ

活
動
の
内
容
、
期
間
、
地
位
及
び
報
酬
を

動

証
す
る
文
書

ハ

特
定
技
能
所
属
機
関
に
よ
る
申
請
人
に
対

す
る
支
援
に
係
る
文
書

ニ

日
本
語
能
力
を
証
す
る
資
料

ホ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
関
し
て
有
す

る
技
能
を
証
す
る
資
料

ヘ

特
定
技
能
雇
用
契
約
の
締
結
に
関
し
仲
介

し
た
者
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
仲
介
の
概
要

ト

健
康
状
態
が
良
好
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

資
料

二

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の

下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る

場
合

イ

特
定
技
能
所
属
機
関
の
概
要
を
明
ら
か
に

す
る
資
料

ロ

活
動
の
内
容
、
期
間
、
地
位
及
び
報
酬
を



証
す
る
文
書

ハ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
関
し
て
有
す

る
技
能
を
証
す
る
資
料

ニ

特
定
技
能
雇
用
契
約
の
締
結
に
関
し
仲
介

し
た
者
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
仲
介
の
概
要

ホ

健
康
状
態
が
良
好
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

資
料

［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
三
の
五
（
第
十
九
条
の
十
七
関
係
）

［
別
表
を
加
え
る
。
］

一

事

由

事

項

特
定
技
能
雇
用
契
約

一

特
定
技
能
雇
用
契
約
を
変
更
し
た
年
月
日

の
変
更

二

変
更
後
の
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
内
容

特
定
技
能
雇
用
契
約

一

特
定
技
能
雇
用
契
約
が
終
了
し
た
年
月
日

の
終
了

二

特
定
技
能
雇
用
契
約
の
終
了
の
事
由

新
た
な
特
定
技
能
雇

一

新
た
な
特
定
技
能
雇
用
契
約
を
締
結
し
た
年
月

用
契
約
の
締
結

日
二

新
た
な
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
内
容

二

事

由

事

項

一
号
特
定
技
能
外
国

一

一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
を
変
更
し
た

人
支
援
計
画
の
変
更

年
月
日



二

変
更
後
の
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
の

内
容

三

事

由

事

項

法
第
二
条
の
五
第
五

一

法
第
二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
を
締
結
し
た
年

項
の
契
約
の
締
結

月
日

二

締
結
し
た
法
第
二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
の
内

容

法
第
二
条
の
五
第
五

一

法
第
二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
を
変
更
し
た
年

項
の
契
約
の
変
更

月
日

二

変
更
後
の
法
第
二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
の
内

容

法
第
二
条
の
五
第
五

一

法
第
二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
が
終
了
し
た
年

項
の
契
約
の
終
了

月
日

二

法
第
二
条
の
五
第
五
項
の
契
約
の
終
了
の
事
由

四

事

由

事

項

特
定
技
能
外
国
人
の

一

特
定
技
能
外
国
人
の
受
入
れ
が
困
難
と
な
つ
た

受
入
れ
困
難

事
由
並
び
に
そ
の
発
生
時
期
及
び
原
因

二

特
定
技
能
外
国
人
の
現
状

三

特
定
技
能
外
国
人
と
し
て
の
活
動
の
継
続
の
た

め
の
措
置

出
入
国
又
は
労
働
に

一

出
入
国
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
に
関
し
不
正



関
す
る
法
令
に
関
し

又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
の
発
生
時
期
、
認
知
時

不
正
又
は
著
し
く
不

期
及
び
当
該
行
為
へ
の
対
応

当
な
行
為
の
発
生
の

二

出
入
国
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
に
関
し
不
正

認
知

又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
の
内
容

別
表
第
三
の
六
（
第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

別
表
第
三
の
五
（
第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

在
留
資
格

活

動

資

料

在
留
資
格

活

動

資

料

［
略
］

［
同
上
］

技
能

［
略
］

技
能

［
同
上
］

特
定
技
能

法
別
表
第

一

活
動
の
内
容
、
期
間
及
び
地
位
を
証
す
る
文

［
項
を
加
え
る
。
］

一
の
二
の

書

表
の
特
定

二

年
間
の
収
入
及
び
納
税
額
に
関
す
る
証
明
書

技
能
の
項

三

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の

の
下
欄
に

下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
者
に
あ
つ

掲
げ
る
活

て
は
、
申
請
人
に
対
す
る
支
援
の
状
況
を
証
す

動

る
文
書

四

社
会
保
険
の
加
入
状
況
並
び
に
国
民
健
康
保

険
及
び
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
状
況
を
証

す
る
文
書

［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
四
（
第
六
条
の
二
関
係
）

別
表
第
四
（
第
六
条
の
二
関
係
）

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下

代
理
人

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下

代
理
人



「
本
人
」
と
い
う
。
）
が
本
邦
に
お
い

「
本
人
」
と
い
う
。
）
が
本
邦
に
お
い

て
行
お
う
と
す
る
活
動

て
行
お
う
と
す
る
活
動

［
略
］

［
同
上
］

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
の
項
の

［
略
］

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
の
項
の

［
同
上
］

下
欄
に
掲
げ
る
活
動
（
技
能
）

下
欄
に
掲
げ
る
活
動
（
技
能
）

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の

本
人
と
特
定
技
能
雇
用
契
約
を
結
ん

［
項
を
加
え
る
。
］

項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
（
特
定
技
能

だ
本
邦
の
機
関
の
職
員

）［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
五
（
第
五
十
二
条
の
二
関
係
）

別
表
第
五
（
第
五
十
二
条
の
二
関
係
）

番

号

施

設

番

号

施

設

一

成
田
国
際
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
出
入
国
在
留
管
理
庁

一

成
田
国
際
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
法
務
大
臣
が
指
定
す

長
官
が
指
定
す
る
も
の

る
も
の

二

東
京
国
際
（
羽
田
）
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
出
入
国
在

二

東
京
国
際
（
羽
田
）
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
法
務
大
臣

留
管
理
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の

が
指
定
す
る
も
の

三

中
部
国
際
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
出
入
国
在
留
管
理
庁

三

中
部
国
際
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
法
務
大
臣
が
指
定
す

長
官
が
指
定
す
る
も
の

る
も
の

四

関
西
国
際
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
出
入
国
在
留
管
理
庁

四

関
西
国
際
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
法
務
大
臣
が
指
定
す

長
官
が
指
定
す
る
も
の

る
も
の

五

仙
台
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

五

仙
台
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も

が
指
定
す
る
も
の

の

六

福
岡
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

六

福
岡
空
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も



が
指
定
す
る
も
の

の

七

博
多
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が

七

博
多
港
の
近
傍
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

指
定
す
る
も
の

別
表
第
六
（
第
五
十
九
条
の
三
関
係
）

別
表
第
六
（
第
五
十
九
条
の
三
関
係
）

名

称

出
入
国
在
留
管
理
官
署

担
当
区
域
内
に
あ
る
入
国
者

名

称

入
国
管
理
官
署

担
当
区
域
内
に
あ
る
入
国
者

収
容
所
等
及
び
出
国
待
機
施
設

収
容
所
等
及
び
出
国
待
機
施
設

東
日
本
地

東
京
出
入
国
在
留
管
理

一

［
略
］

東
日
本
地

東
京
入
国
管
理
局

一

［
同
上
］

区
入
国
者

局

二

札
幌
出
入
国
在
留
管
理
局
、
仙
台

区
入
国
者

二

札
幌
入
国
管
理
局
、
仙
台
入
国
管

収
容
所
等

出
入
国
在
留
管
理
局
及
び
東
京
出
入

収
容
所
等

理
局
及
び
東
京
入
国
管
理
局
の
収
容

視
察
委
員

国
在
留
管
理
局
の
収
容
場

視
察
委
員

場

会

三

［
略
］

会

三

［
同
上
］

西
日
本
地

大
阪
出
入
国
在
留
管
理

一

［
略
］

西
日
本
地

大
阪
入
国
管
理
局

一

［
同
上
］

区
入
国
者

局

二

名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局
、
大

区
入
国
者

二

名
古
屋
入
国
管
理
局
、
大
阪
入
国

収
容
所
等

阪
出
入
国
在
留
管
理
局
、
広
島
出
入

収
容
所
等

管
理
局
、
広
島
入
国
管
理
局
、
高
松

視
察
委
員

国
在
留
管
理
局
、
高
松
出
入
国
在
留

視
察
委
員

入
国
管
理
局
及
び
福
岡
入
国
管
理
局

会

管
理
局
及
び
福
岡
出
入
国
在
留
管
理

会

の
収
容
場

局
の
収
容
場

三

［
略
］

三

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



別
記
第
六
号
の
三
様
式
申
請
人
等
作
成
用
１

及
び

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（表）

（裏）





別
記
第
六
号
の
三
様
式
申
請
人
等
作
成
用
２

Ｎ
（
「
高
度
専
門
職
（
１
号
イ
・
ロ
）
」
・
「
研
究
」
・
「
技
術
・
人
文

知
識
・
国
際
業
務
」
・
「
介
護
」
・
「
技
能
」
・
「
特
定
活
動
（
研
究
活
動
等
）
」
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。





別
記
第
六
号
の
三
様
式
所
属
機
関
等
作
成
用
２

Ｎ
（
「
高
度
専
門
職
（
１
号
イ
・
ロ
）
」
・
「
研
究
」
・
「
技
術
・
人

文
知
識
・
国
際
業
務
」
・
「
介
護
」
・
「
技
能
」
・
「
特
定
活
動
（
研
究
活
動
等
）
」
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。











別
記
第
六
号
の
三
様
式
所
属
機
関
等
作
成
用
３

Ｕ
（
そ
の
他
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



別
記
第
六
号
の
四
様
式

及
び
別
記
第
六
号
の
五
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「
※
」
に
、
「
（注

）用
紙
の
大
き
さ

（表）

「
（注

）１
※
に
は
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
交
付
す
る
者
の
職
名
を
記

は
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
番
と
す
る

」
を

，
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
番
と
す
る

，
。

入
す
る
も
の
と
す
る
。

に
改
め
る
。

」

別
記
第
七
号
の
五
様
式
及
び
別
記
第
七
号
の
六
様
式

中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
改
め
る
。

（表）

別
記
第
七
号
の
七
様
式

中
「法
務
大
臣

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改
め
る
。

（表）

別
記
第
七
号
の
八
様
式
中
「入
国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
二
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
者
収
容
所

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

入
国
者
収
容
所

」
に
、
「

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改



め
る
。

別
記
第
十
六
号
の
二
様
式

中
「法

務
省

入
国
管
理
局
主
任
審
査
官

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国

（表）

在
留
管
理
局
主
任
審
査
官

」
に
改
め
、
同
様
式

中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出

（裏）

入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
の
四
様
式
、
別
記
第
十
七
号
の
五
様
式
、
別
記
第
二
十
二
号
の
四
様
式
、
別
記
第
二
十
二
号
の
五
様
式
及

び
別
記
第
二
十
七
号
様
式

中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」

（表）

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
九
号
の
二
様
式
ま
で
の
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局

長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
三
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
、
「入

国
管
理
局
に

」
を
「出

入

国
在
留
管
理
局
に

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
四
様
式
及
び
別
記
第
二
十
九
号
の
五
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に

改
め
る
。



別
記
第
二
十
九
号
の
六
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
、
「ま

た
は

」
を
「又

は

」
に
改

め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
七
様
式

及
び
別
記
第
二
十
九
号
の
八
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
九
号
の
十
三
様
式
ま
で
の
様
式
中
「

（表）

法
務
大
臣

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
十
四
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二

様
式
を
加
え
る
。











別
記
第
三
十
号
様
式
申
請
人
等
作
成
用
１

中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「法

務
大
臣

」
に
改
め
、
同
様
式
申
請
人
等
作
成

（表）

用
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（裏）



別
記
第
三
十
号
様
式
申
請
人
等
作
成
用
２

Ｎ
（
「
高
度
専
門
職
（
１
号
イ
・
ロ
）
」
・
「
高
度
専
門
職
（
２
号
）
」
・

「
研
究
」
・
「
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
・
「
介
護
」
・
「
技
能
」
・
「
特
定
活
動
（
研
究
活
動
等
）
」
）
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。





別
記
第
三
十
号
様
式
所
属
機
関
等
作
成
用
２

Ｎ
（
「
高
度
専
門
職
（
１
号
イ
・
ロ
）
」
・
「
高
度
専
門
職
（
２
号
）
」

・
「
研
究
」
・
「
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
・
「
介
護
」
・
「
技
能
」
・
「
特
定
活
動
（
研
究
活
動
等
）
」
）
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。











別
記
第
三
十
号
様
式
所
属
機
関
等
作
成
用
３

Ｕ
（
そ
の
他
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



別
記
第
三
十
号
の
二
様
式
申
請
人
等
作
成
用
１

中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「法

務
大
臣

」
に
改
め
、
同
様
式
申
請
人
等

（表）

作
成
用
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（裏）



別
記
第
三
十
号
の
二
様
式
申
請
人
等
作
成
用
２

Ｎ
（
「
高
度
専
門
職
（
１
号
イ
・
ロ
）
」
・
「
研
究
」
・
「
技
術
・
人

文
知
識
・
国
際
業
務
」
・
「
介
護
」
・
「
技
能
」
・
「
特
定
活
動
（
研
究
活
動
等
）
」
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。





別
記
第
三
十
号
の
二
様
式
所
属
機
関
等
作
成
用
２

Ｎ
（
「
高
度
専
門
職
（
１
号
イ
・
ロ
）
」
・
「
研
究
」
・
「
技
術
・

人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
・
「
介
護
」
・
「
技
能
」
・
「
特
定
活
動
（
研
究
活
動
等
）
」
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。











別
記
第
三
十
号
の
二
様
式
所
属
機
関
等
作
成
用
３

Ｕ
（
そ
の
他
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



別
記
第
三
十
号
の
三
様
式
中
「第

二
十
一
条
の
二

第
二
十
一
条
の
三
関
係

」
を
「第

二
十
一
条
の
三

第
二
十
一
条
の

、
、

四
関
係

」
に
、
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
、
「第

２
１
条
の
２
又
は
第
２
１
条
の
３

」
を
「第

２
１
条
の
３
又
は
第
２
１
条
の
４

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
一
号
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「

」
に
、
「
（注

）縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

横
５
５
ミ
リ
メ

ト

※

ー
、

ー
「
（注

）１
※
に
は
在
留
資
格
の
変
更
を
許
可
す
る
者
の
職
名
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

ル
と
す
る

」
を

に
改
め

。

２
縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

横
５
５
ミ
リ
メ

ト
ル
と
す
る

」

ー
、

ー
。

る
。別

記
第
三
十
一
号
の
二
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「

」
に
、
「１

縦
３
２
ミ
リ
メ

ト
ル

横
３
６
ミ
リ
メ

※

ー
、

ー

「１
※
に
は
在
留
資
格
の
変
更
を
許
可
す
る
者
の
職
名
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

ト
ル
と
す
る

」
を

に
、
「２

。

２
縦
３
２
ミ
リ
メ

ト
ル

横
３
６
ミ
リ
メ

ト
ル
と
す
る

」

ー
、

ー
。

証
印
の
下
部
に
識
別
符
号
を
付
す
も
の
と
す
る

」
を
「３

証
印
の
下
部
に
識
別
符
号
を
付
す
も
の
と
す
る

」
に
改
め

。
。

る
。別

記
第
三
十
一
号
の
三
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。





別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「

」
に
、
「
（注

）縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

横
５
５
ミ
リ
メ

ト

※

ー
、

ー

「
（注

）１
※
に
は
在
留
期
間
の
更
新
を
許
可
す
る
者
の
職
名
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

ル
と
す
る

」
を

に
改
め

。

２
縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

横
５
５
ミ
リ
メ

ト
ル
と
す
る

」

ー
、

ー
。

る
。別

記
第
三
十
三
号
の
二
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「

」
に
、
「１

縦
３
２
ミ
リ
メ

ト
ル

横
３
６
ミ
リ
メ

※

ー
、

ー
「１

※
に
は
在
留
期
間
の
更
新
を
許
可
す
る
者
の
職
名
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

ト
ル
と
す
る

」
を

に
、
「２

。

２
縦
３
２
ミ
リ
メ

ト
ル

横
３
６
ミ
リ
メ

ト
ル
と
す
る

」

ー
、

ー
。

証
印
の
下
部
に
識
別
符
号
を
付
す
も
の
と
す
る

」
を
「３

証
印
の
下
部
に
識
別
符
号
を
付
す
も
の
と
す
る

」
に
改
め

。
。

る
。別

記
第
三
十
六
号
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「法

務
大
臣

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「

」
に
、
「
（注

）縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

横
５
５
ミ
リ
メ

ト
※

ー
、

ー

「
（注

）１
※
に
は
在
留
資
格
の
取
得
を
許
可
す
る
者
の
職
名
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

ル
と
す
る

」
を

に
改
め

。

２
縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

横
５
５
ミ
リ
メ

ト
ル
と
す
る

」

ー
、

ー
。



る
。別

記
第
三
十
七
号
の
二
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「

」
に
、
「１

縦
３
２
ミ
リ
メ

ト
ル

横
３
６
ミ
リ
メ

※

ー
、

ー

「１
※
に
は
在
留
資
格
の
取
得
を
許
可
す
る
者
の
職
名
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

ト
ル
と
す
る

」
を

に
、
「２

。
２

縦
３
２
ミ
リ
メ

ト
ル

横
３
６
ミ
リ
メ

ト
ル
と
す
る

」

ー
、

ー
。

証
印
の
下
部
に
識
別
符
号
を
付
す
も
の
と
す
る

」
を
「３

証
印
の
下
部
に
識
別
符
号
を
付
す
も
の
と
す
る

」
に
改
め

。
。

る
。別

記
第
三
十
七
号
の
三
様
式
中
「入
国
管
理
局

入
国
審
査
官

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局

入
国
審
査
官

」

に
、
「地

方
入
国
管
理
局
長

」
を
「地

方
出
入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
の
四
様
式
中
「入

国
管
理
局
あ
て

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
あ
て

」
に
、
「法

務
大
臣
又
は
地
方
入

国
管
理
局
長

」
を
「法
務
大
臣

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
又
は
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
改
め
る
。

，

別
記
第
三
十
七
号
の
五
様
式
中
「入

国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
の
十
七
様
式
中
「地

方
入
国
管
理
局
長
の

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
一
号
の
二
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
四
十
二
号
様
式
（
第
一
枚
目
表
）
中
「入

国
管



理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
中
「法

務
大
臣

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
四
号
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
、
「

入
国
管
理
局
に

」
を
「

出
入
国
在
留
管
理
局
に

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
四
号
の
二
様
式
中
「法

務
大
臣

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
九
号
様
式

ま
で
の
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在

（丙）

留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
号
様
式

中
「法
務
省

入
国
管
理
局
主
任
審
査
官

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留

（表）

管
理
局
主
任
審
査
官

」
に
改
め
、
同
様
式

中
「法

務
省

入
国
管
理
局
主
任
審
査
官

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

（裏）

「出
入
国
在
留
管
理
庁

「法
務
省

入
国
管
理
局

出
入
国
在
留
管
理
局
主
任
審
査
官

」
に
、

を

出
入
国
在
留
管

主
任
審
査
官

印

」

主
任
審
査
官



理
局

に
改
め
る
。

印
」

別
記
第
五
十
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
十
五
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留

管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
六
号
様
式
中
「場

所
入
国
管
理
局

」
を
「場

所
出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
、
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
十
九
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留

管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局
特
別
審
理
官

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管

理
局
特
別
審
理
官

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
一
号
の
二
様
式
、
別
記
第
六
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
六
十
四
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」

を
「出
入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
四
号
の
二
様
式
中
「法

務
省

入
国
者
収
容
所
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

入
国
者
収
容
所



長

」
に
、
「入

国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
五
号
様
式

、
別
記
第
六
十
六
号
様
式
、
別
記
第
六
十
七
号
様
式

、
別
記
第
六
十
八
号
様
式
及
び
別
記
第

（表）

（表）

六
十
九
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
者
収
容
所
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

入
国
者
収
容
所
長

」
に
、
「入

国
管
理
局
主
任
審
査
官

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
主
任
審
査
官

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
者
収
容
所
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

入
国
者
収
容
所
長

」
に

、
「入

国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
一
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
者
収
容
所
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

入
国
者
収
容
所
長

」

に
、
「入

国
管
理
局
主
任
審
査
官

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
主
任
審
査
官

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
一
号
の
二
様
式

中
「入

国
管
理
官
署

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
官
署

」
に
改
め
る
。

（裏）

別
記
第
七
十
一
号
の
三
様
式

か
ら
別
記
第
七
十
一
号
の
五
様
式
ま
で
の
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「

（表）

出
入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
三
号
の
二
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局
長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
六
号
の
三
様
式
中
「第

６
１
条
の
２
の
２
第
４
項

」
を
「第

６
１
条
の
２
の
２
第
５
項

」
に
改
め
る
。



別
記
第
七
十
六
号
の
四
様
式

中
「仮

滞
在
の
許
可
を
受
け
た
地
方
入
国
管
理
局
長
の

」
を
削
る
。

（裏）

別
記
第
七
十
六
号
の
六
様
式
中
「入

国
管
理
局
長

」
を
「法

務
大
臣

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





別
記
第
八
十
号
様
式
及
び
別
記
第
八
十
二
号
様
式
中
「

入
国
管
理
局
長

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改

め
る
。

別
記
第
八
十
三
号
様
式
中
「法

務
大
臣

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。





（
被
収
容
者
処
遇
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

被
収
容
者
処
遇
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
生
活
様
式
の
尊
重
）

（
生
活
様
式
の
尊
重
）

第
二
条

入
国
者
収
容
所
長
及
び
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
（
以
下
「
所
長
等
」
と

第
二
条

入
国
者
収
容
所
長
及
び
地
方
入
国
管
理
局
長
（
以
下
「
所
長
等
」
と
い
う
。

い
う
。
）
は
、
収
容
所
等
の
保
安
上
支
障
が
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
被
収
容
者
が

）
は
、
収
容
所
等
の
保
安
上
支
障
が
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
被
収
容
者
が
そ
の
属

そ
の
属
す
る
国
の
風
俗
習
慣
に
よ
つ
て
行
う
生
活
様
式
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

す
る
国
の
風
俗
習
慣
に
よ
つ
て
行
う
生
活
様
式
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
遵
守
事
項
）

（
遵
守
事
項
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

２

所
長
等
は
、
前
項
の
ほ
か
、
収
容
所
等
の
実
情
に
応
じ
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長

２

所
長
等
は
、
前
項
の
ほ
か
、
収
容
所
等
の
実
情
に
応
じ
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
受

官
の
認
可
を
受
け
て
遵
守
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
て
遵
守
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
物
品
の
使
用
）

（
物
品
の
使
用
）

第
二
十
四
条

［
１
・
２

略
］

第
二
十
四
条

［
１
・
２

同
上
］

３

前
項
に
よ
り
、
物
品
の
種
類
を
増
加
し
た
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
出

３

前
項
に
よ
り
、
物
品
の
種
類
を
増
加
し
た
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
法

入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
糧
食
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

（
糧
食
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

第
二
十
六
条

［
略
］

第
二
十
六
条

［
同
上
］

２

被
収
容
者
に
給
与
す
る
副
食
の
栄
養
基
準
量
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
別

２

被
収
容
者
に
給
与
す
る
副
食
の
栄
養
基
準
量
は
、
法
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

に
定
め
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］



（
領
置
し
た
物
品
の
返
還
）

（
領
置
し
た
物
品
の
返
還
）

第
三
十
九
条

所
長
等
は
、
被
収
容
者
を
出
所
さ
せ
る
と
き
は
、
領
置
中
の
物
品
を
当

第
三
十
九
条

所
長
等
は
、
被
収
容
者
を
出
所
さ
せ
る
と
き
は
、
領
置
中
の
物
品
を
当

該
被
収
容
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
収
容
所
等
に
移
送
す

該
被
収
容
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
収
容
所
等
に
移
送
す

る
た
め
出
所
さ
せ
る
と
き
は
、
移
送
先
の
入
国
者
収
容
所
又
は
地
方
出
入
国
在
留
管

る
た
め
出
所
さ
せ
る
と
き
は
、
移
送
先
の
入
国
者
収
容
所
又
は
地
方
入
国
管
理
局
に

理
局
に
保
管
替
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

保
管
替
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
異
議
の
申
出
）

（
異
議
の
申
出
）

第
四
十
一
条
の
三

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
に
不
服
が
あ
る
被
収
容
者
は
、

第
四
十
一
条
の
三

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
に
不
服
が
あ
る
被
収
容
者
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
、
不
服
の
理
由
を
記
載
し

同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
、
不
服
の
理
由
を
記
載
し

た
書
面
を
所
長
等
に
提
出
し
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
異
議
を
申
し
出

た
書
面
を
所
長
等
に
提
出
し
て
、
法
務
大
臣
に
対
し
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

２

所
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
申
出

２

所
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
申
出

に
係
る
書
面
及
び
前
条
第
二
項
の
調
査
に
関
す
る
書
類
を
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

に
係
る
書
面
及
び
前
条
第
二
項
の
調
査
に
関
す
る
書
類
を
法
務
大
臣
に
送
付
す
る
も

に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

３

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

３

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の

速
や
か
に
そ
の
申
出
に
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
裁
決
し
て
、
書
面
に
よ
り
所
長
等

申
出
に
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
裁
決
し
て
、
書
面
に
よ
り
所
長
等
を
経
由
し
て
第

を
経
由
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
者
（
以
下
「
異
議
申
出
人
」
と
い

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
者
（
以
下
「
異
議
申
出
人
」
と
い
う
。
）
に
通
知

う
。
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
異
議
申
出
人
が
そ
の
通
知
を
受
け
る

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
異
議
申
出
人
が
そ
の
通
知
を
受
け
る
前
に
出
所
し
て

前
に
出
所
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
出
所
前
に
所
長
等
に
届
け
出
た
出
所
後

い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
出
所
前
に
所
長
等
に
届
け
出
た
出
所
後
の
住
所
、
居
所

の
住
所
、
居
所
そ
の
他
の
場
所
に
通
知
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
場
所
に
通
知
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
長
等
の
処
置
）

（
所
長
等
の
処
置
）

第
四
十
一
条
の
四

所
長
等
は
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
不
服
の
申
出
が
理
由
が

第
四
十
一
条
の
四

所
長
等
は
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
不
服
の
申
出
が
理
由
が

あ
る
と
判
定
し
た
と
き
、
又
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
前
条
第
一
項
の
異
議
の

あ
る
と
判
定
し
た
と
き
、
又
は
法
務
大
臣
が
前
条
第
一
項
の
異
議
の
申
出
が
理
由
が

申
出
が
理
由
が
あ
る
と
裁
決
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
出
を
し
た
被
収
容
者
の
処
遇
等

あ
る
と
裁
決
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
出
を
し
た
被
収
容
者
の
処
遇
等
に
関
し
必
要
な



に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

（
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
へ
の
報
告
）

（
法
務
大
臣
へ
の
報
告
）

第
四
十
三
条

所
長
等
は
、
保
安
上
の
事
故
又
は
非
常
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当

第
四
十
三
条

所
長
等
は
、
保
安
上
の
事
故
又
は
非
常
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当

該
事
件
の
内
容
及
び
こ
れ
に
対
し
て
と
つ
た
措
置
を
直
ち
に
出
入
国
在
留
管
理
庁
長

該
事
件
の
内
容
及
び
こ
れ
に
対
し
て
と
つ
た
措
置
を
直
ち
に
法
務
大
臣
に
報
告
し
な

官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
事
項
）

（
委
任
事
項
）

第
四
十
五
条

所
長
等
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
て
、
被
収
容
者

第
四
十
五
条

所
長
等
は
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
被
収
容
者
の
処
遇
に
関
す

の
処
遇
に
関
す
る
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
記
第
一
号
様
式
中
「入

国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
甲
及
び
別
記
第
九
号
様
式
乙
中
「入

国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
局

」
に
、
「Ｉ

ｍ
ｍ
ｉ
ｇ
ｒ

ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｂ
ｕ
ｒ
ｅ
ａ
ｕ

」
を
「Ｒ

ｅ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

Ｉ
ｍ
ｍ
ｉ
ｇ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

Ｂ
ｕ

ｒ
ｅ
ａ
ｕ

」
に
改
め
る
。



（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号

の
基
準
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を
行
っ
た
者
（
以
下
「
申
請
人
」
と
い
う
。
）

の
基
準
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を
行
っ
た
者
（
以
下
「
申
請
人
」
と
い
う
。
）

が
本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

が
本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

活

動

基

準

活

動

基

準

［
略
］

［
同
上
］

法
別
表
第
一
の
二

［
略
］

法
別
表
第
一
の
二

［
同
上
］

の
表
の
技
能
の
項

の
表
の
技
能
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る

の
下
欄
に
掲
げ
る

活
動

活
動

法
別
表
第
一
の
二

申
請
人
に
係
る
特
定
技
能
雇
用
契
約
が
法
第
二
条
の
五
第

［
項
を
加
え
る
。
］

の
表
の
特
定
技
能

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
特
定
技

の
項
の
下
欄
第
一

能
雇
用
契
約
の
相
手
方
と
な
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
同

号
に
掲
げ
る
活
動

条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
並
び
に

申
請
人
に
係
る
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
が
同
条

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
の
ほ
か
、

申
請
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

一

申
請
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
申
請
人
が
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実



施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
第
二
号
企
業
単
独
型
技
能
実
習
又
は
同
条
第

四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
団
体
監
理
型
技
能
実

習
の
い
ず
れ
か
を
良
好
に
修
了
し
て
い
る
者
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
修
了
し
て
い
る
技
能
実
習
に
お
い
て
修
得

し
た
技
能
が
、
従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
お
い
て
要

す
る
技
能
と
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
ハ
及
び
ニ
に
該
当
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

イ

十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

健
康
状
態
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

ハ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
必
要
な
相
当
程
度
の

知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
を
有
し
て
い
る

こ
と
が
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
証
明
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

ニ

本
邦
で
の
生
活
に
必
要
な
日
本
語
能
力
及
び
従
事

し
よ
う
と
す
る
業
務
に
必
要
な
日
本
語
能
力
を
有
し

て
い
る
こ
と
が
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
証

明
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

退
去
強
制
令
書
の
円
滑
な
執
行
に
協
力
す
る
と
し

て
法
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
外
国
政
府
又
は
地
域

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
（
平
成
十

年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
第
一
条
に
定
め
る
地
域
を



い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
権
限
あ
る
機
関
の
発
行
し

た
旅
券
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
。

ヘ

特
定
技
能
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能

の
項
の
下
欄
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
在

留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
し
た
こ
と
が
あ
る
者

に
あ
っ
て
は
、
当
該
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
し
た

期
間
が
通
算
し
て
五
年
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
。

二

申
請
人
又
は
そ
の
配
偶
者
、
直
系
若
し
く
は
同
居
の

親
族
そ
の
他
申
請
人
と
社
会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関

係
を
有
す
る
者
が
、
特
定
技
能
雇
用
契
約
に
基
づ
く
申

請
人
の
本
邦
に
お
け
る
活
動
に
関
連
し
て
、
保
証
金
の

徴
収
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金
銭
そ
の
他

の
財
産
を
管
理
さ
れ
ず
、
か
つ
、
特
定
技
能
雇
用
契
約

の
不
履
行
に
つ
い
て
違
約
金
を
定
め
る
契
約
そ
の
他
の

不
当
に
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
移
転
を
予
定
す
る
契
約

が
締
結
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
締
結
さ
れ
な
い
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

申
請
人
が
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
申
込
み
の
取
次
ぎ

又
は
外
国
に
お
け
る
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技

能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
の
準
備
に
関
し

て
外
国
の
機
関
に
費
用
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
額
及
び
内
訳
を
十
分
に
理
解
し
て
当
該
機

関
と
の
間
で
合
意
し
て
い
る
こ
と
。



四

申
請
人
が
国
籍
又
は
住
所
を
有
す
る
国
又
は
地
域
に

お
い
て
、
申
請
人
が
本
邦
で
行
う
活
動
に
関
連
し
て
当

該
国
又
は
地
域
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
手
続
が
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
手
続
を
経
て
い
る

こ
と
。

五

食
費
、
居
住
費
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
申

請
人
が
定
期
に
負
担
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
申
請

人
が
、
当
該
費
用
の
対
価
と
し
て
供
与
さ
れ
る
食
事
、

住
居
そ
の
他
の
利
益
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で

合
意
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
費
用
の
額
が
実
費
に
相

当
す
る
額
そ
の
他
の
適
正
な
額
で
あ
り
、
当
該
費
用
の

明
細
書
そ
の
他
の
書
面
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
特
定
の
産
業
上
の
分
野
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
当
該
産
業
上
の
分
野
を
所
管
す
る
関
係
行
政
機

関
の
長
が
、
法
務
大
臣
と
協
議
の
上
、
当
該
産
業
上
の

分
野
に
特
有
の
事
情
に
鑑
み
て
告
示
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
。

法
別
表
第
一
の
二

申
請
人
に
係
る
特
定
技
能
雇
用
契
約
が
法
第
二
条
の
五
第

［
項
を
加
え
る
。
］

の
表
の
特
定
技
能

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
特
定
技

の
項
の
下
欄
第
二

能
雇
用
契
約
の
相
手
方
と
な
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
同

号
に
掲
げ
る
活
動

条
第
三
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
四
項
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
申
請
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該



当
し
て
い
る
こ
と
。

一

申
請
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

イ

十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

健
康
状
態
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

ハ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
必
要
な
熟
練
し
た
技

能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法

に
よ
り
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

退
去
強
制
令
書
の
円
滑
な
執
行
に
協
力
す
る
と
し

て
法
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
外
国
政
府
又
は
地
域

の
権
限
あ
る
機
関
の
発
行
し
た
旅
券
を
所
持
し
て
い

る
こ
と
。

二

申
請
人
又
は
そ
の
配
偶
者
、
直
系
若
し
く
は
同
居
の

親
族
そ
の
他
申
請
人
と
社
会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関

係
を
有
す
る
者
が
、
特
定
技
能
雇
用
契
約
に
基
づ
く
申

請
人
の
本
邦
に
お
け
る
活
動
に
関
連
し
て
、
保
証
金
の

徴
収
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金
銭
そ
の
他

の
財
産
を
管
理
さ
れ
ず
、
か
つ
、
特
定
技
能
雇
用
契
約

の
不
履
行
に
つ
い
て
違
約
金
を
定
め
る
契
約
そ
の
他
の

不
当
に
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
移
転
を
予
定
す
る
契
約

が
締
結
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
締
結
さ
れ
な
い
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

申
請
人
が
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
申
込
み
の
取
次
ぎ

又
は
外
国
に
お
け
る
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技



能
の
項
の
下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
の
準
備
に
関
し

て
外
国
の
機
関
に
費
用
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
額
及
び
内
訳
を
十
分
に
理
解
し
て
当
該
機

関
と
の
間
で
合
意
し
て
い
る
こ
と
。

四

申
請
人
が
国
籍
又
は
住
所
を
有
す
る
国
又
は
地
域
に

お
い
て
、
申
請
人
が
本
邦
で
行
う
活
動
に
関
連
し
て
当

該
国
又
は
地
域
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
手
続
が
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
手
続
を
経
て
い
る

こ
と
。

五

食
費
、
居
住
費
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
申

請
人
が
定
期
に
負
担
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
申
請

人
が
、
当
該
費
用
の
対
価
と
し
て
供
与
さ
れ
る
食
事
、

住
居
そ
の
他
の
利
益
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で

合
意
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
費
用
の
額
が
実
費
に
相

当
す
る
額
そ
の
他
の
適
正
な
額
で
あ
り
、
当
該
費
用
の

明
細
書
そ
の
他
の
書
面
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
。

六

技
能
実
習
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
し
て

い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
在
留
資
格
に

基
づ
く
活
動
に
よ
り
本
邦
に
お
い
て
修
得
、
習
熟
又
は

熟
達
し
た
技
能
等
の
本
国
へ
の
移
転
に
努
め
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
特
定
の
産
業
上
の
分
野
に
係
る
も
の
に
あ
っ



て
は
、
当
該
産
業
上
の
分
野
を
所
管
す
る
関
係
行
政
機

関
の
長
が
、
法
務
大
臣
と
協
議
の
上
、
当
該
産
業
上
の

分
野
に
特
有
の
事
情
に
鑑
み
て
告
示
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
。

法
別
表
第
一
の
二

本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
活
動
に
係
る
技
能
実
習
計

法
別
表
第
一
の
二

本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
活
動
に
係
る
技
能
実
習
計

の
表
の
技
能
実
習

画
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習

の
表
の
技
能
実
習

画
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習

の
項
の
下
欄
に
掲

生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技

の
項
の
下
欄
に
掲

生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十

げ
る
活
動

能
実
習
計
画
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
認
定
が
さ

げ
る
活
動

九
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
能
実
習
計
画
を
い

れ
て
い
る
こ
と
。

う
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
認
定
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
の
当
該
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
の

一
部
改
正
）

第
四
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省

令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
申
請
等
）

（
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
申
請
等
）

第
二
十
一
条

［
１
～
３

略
］

第
二
十
一
条

［
１
～
３

同
上
］

４

整
備
及
び
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
整
備
及
び
経

４

整
備
及
び
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
整
備
及
び
経

過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
写
し
を
作
成
し
、

過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
写
し
を
作
成
し
、

当
該
写
し
を
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
送
付
す
る
書
類
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ

当
該
写
し
を
法
務
大
臣
に
送
付
す
る
書
類
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た

り
提
示
さ
れ
た
旅
券
と
す
る
。

旅
券
と
す
る
。

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
二
十
四
条

［
略
］

第
二
十
四
条

［
同
上
］

２

改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
三
項

２

改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
三
項

に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
（
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三

に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
（
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ

れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
並
び
に
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三

れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
並
び
に
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
と
す
る
。

げ
る
場
合
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
別
表
第
三
の
上
欄

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
別
表
第
三
の
上
欄

に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場

に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場

合
（
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
永
住
者
又
は
改
正
法
附
則
第
三
十

合
（
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
永
住
者
又
は
改
正
法
附
則
第
三
十

二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に

特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に

限
り
、
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い

限
り
、
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い



て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ

て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ

っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）

っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し

イ

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し

て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
永
住
者
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
永
住
者
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又

は
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ

は
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
永
住
者
の
親
族
（
当
該
特
別
永
住
者

と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
永
住
者
の
親
族
（
当
該
特
別
永
住
者

と
同
居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
特
別
永
住
者
の

と
同
居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
特
別
永
住
者
の

親
族
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
適

親
族
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
法
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も

当
と
認
め
る
も
の
が
、
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ

の
が
、
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
。

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
記
第
六
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
一
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「場

所
入
国
管
理
局

」
を
「場

所
出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
、
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出
入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
中
「法

務
省

入
国
管
理
局

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁

出

入
国
在
留
管
理
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
別
記
第
十
八
号
様
式
中
「法

務
大
臣

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改
め
る
。



（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
五
条

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
規
則
（
平

成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

第
五
条

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用
す
る
特
別
永
住
者
（
法

第
五
条

法
務
大
臣
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用
す
る
特
別
永
住
者
（
法
第
四
条
第
三
項

第
四
条
第
三
項
又
は
第
五
条
第
三
項
の
申
請
を
し
た
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
又
は
平

又
は
第
五
条
第
三
項
の
申
請
を
し
た
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
又
は
平
和
条
約
国
籍
離

和
条
約
国
籍
離
脱
者
の
子
孫
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
申
出

脱
者
の
子
孫
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き

が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り
表
記

は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り
表
記
し
た
氏
名
に
併

し
た
氏
名
に
併
せ
て
、
当
該
漢
字
又
は
当
該
漢
字
及
び
仮
名
（
平
仮
名
又
は
片
仮
名

せ
て
、
当
該
漢
字
又
は
当
該
漢
字
及
び
仮
名
（
平
仮
名
又
は
片
仮
名
を
い
い
、
当
該

を
い
い
、
当
該
特
別
永
住
者
の
氏
名
の
一
部
に
漢
字
を
使
用
し
な
い
場
合
に
お
け
る

特
別
永
住
者
の
氏
名
の
一
部
に
漢
字
を
使
用
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
を
表

当
該
部
分
を
表
記
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し

記
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記

た
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用
す
る
特
別
永
住
者
に
つ
い
て

４

法
務
大
臣
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用
す
る
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
字
に

、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
別
永
住
者
が
著
し
い
不

よ
り
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
別
永
住
者
が
著
し
い
不
利
益
を
被
る
お

利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項

、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
代
え
て
、
当
該
漢
字
又
は
当

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
代
え
て
、
当
該
漢
字
又
は
当
該
漢
字
及
び
仮

該
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
に
お
け
る
当
該
表
記
に
用
い
る
漢
字
の
範
囲
、
用
法
そ

５

第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
に
お
け
る
当
該
表
記
に
用
い
る
漢
字
の
範
囲
、
用
法
そ

の
他
の
漢
字
を
使
用
し
た
氏
名
の
表
記
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
出
入
国
在
留
管

の
他
の
漢
字
を
使
用
し
た
氏
名
の
表
記
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
法
務
大
臣
が
告

理
庁
長
官
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
。

示
を
も
っ
て
定
め
る
。

６

第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
表
記
さ
れ
た
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使

６

第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
表
記
さ
れ
た
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使

用
し
た
氏
名
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
る
場
合
を
除
き
、

用
し
た
氏
名
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
る
場
合
を
除
き
、

変
更
（
当
該
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
し
な
い
こ
と
と
す

変
更
（
当
該
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
し
な
い
こ
と
と
す



る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
法
務
大
臣
が
相
当
と
認
め

が
相
当
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
令
第
五
条
に
規
定
す
る
写
し
を
作
成
す
る
等
す
る
書
類
）

（
令
第
五
条
に
規
定
す
る
写
し
を
作
成
す
る
等
す
る
書
類
）

第
十
三
条

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

第
十
三
条

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
五
条

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
五
条

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総

合
区
。
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
が
写
し
を
作
成
し
、
当

合
区
。
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
が
写
し
を
作
成
し
、
当

該
写
し
を
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
送
付
す
る
書
類
は
、
第
七
条
第
二
項
（
第
八

該
写
し
を
法
務
大
臣
に
送
付
す
る
書
類
は
、
第
七
条
第
二
項
（
第
八
条
第
二
項
及
び

条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
条

第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
旅
券
と
す
る
。

に
よ
り
提
示
さ
れ
た
旅
券
と
す
る
。

（
特
別
永
住
者
証
明
書
の
失
効
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

（
特
別
永
住
者
証
明
書
の
失
効
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
十
四
条

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
効
力
を
失
っ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番

第
十
四
条

法
務
大
臣
は
、
効
力
を
失
っ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号
の
情
報
を
イ

号
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
十
七
条

［
略
］

第
十
七
条

［
同
上
］

２

法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
（
法
第
十
条
第
一
項

２

法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
（
法
第
十
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る

特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

合
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
別
表
第
二
の
上
欄

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
別
表
第
二
の
上
欄

に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場

に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場



合
（
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
永
住
者
又
は
法
第
十
九
条
第
二
項

合
（
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
永
住
者
又
は
法
第
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
依
頼

の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
依
頼

に
よ
り
す
る
場
合
に
限
り
、
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
す
る
場
合
に
限
り
、
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）

当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し

イ

弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し

て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
永
住
者
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
永
住
者
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又

は
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ

は
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
永
住
者
の
親
族
（
当
該
特
別
永
住
者

と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
永
住
者
の
親
族
（
当
該
特
別
永
住
者

と
同
居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
特
別
永
住
者
の

と
同
居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
特
別
永
住
者
の

親
族
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
適

親
族
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
法
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も

当
と
認
め
る
も
の
が
、
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ

の
が
、
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
）

（
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
）

第
十
九
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
二
十
六
条
の
二
第

第
十
九
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
二
十
六
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
は
、

一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

日
本
国
の
利
益
又
は
公
安
を
害
す
る
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他

三

日
本
国
の
利
益
又
は
公
安
を
害
す
る
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
出
入
国
の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
と
認
め
る
に
足
り
る

の
出
入
国
の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
と
認
め
る
に
足
り
る

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
認
定
す
る
者

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
し
て
法
務
大
臣
が
認
定
す
る
者



２

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は

２

法
務
大
臣
は
、
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
特
別
永
住
者

、
特
別
永
住
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
永
住

に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
永
住
者
の
所
在
が
不

者
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

明
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

３

前
項
の
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す

３

前
項
の
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
す
る
場
合
に
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
第
一
項
第

る
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
す
る
場
合
に
は
、
法
務
大
臣
が
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
旨
を
入
国
審
査
官
に
口
頭
で
通
知
さ
せ
て
こ
れ
を

よ
る
認
定
を
し
た
旨
を
入
国
審
査
官
に
口
頭
で
通
知
さ
せ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
二
十
条

法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
提
出
す
る

第
二
十
条

法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
る

も
の
と
さ
れ
る
資
料
が
外
国
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
資
料
に
訳

資
料
が
外
国
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
資
料
に
訳
文
を
添
付
し
な

文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中
「法

務
大
臣

」
を
「出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「日

本
国
法
務
大
臣

」
を
「出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式

及
び
別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
三
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「法

務
大
臣

」
を
「出

入
国
在
留

（表）

管
理
庁
長
官

」
に
改
め
る
。



（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
第
二
条
等
に
規
定
す
る
伝
達
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
第
二
条
等
に
規
定
す
る
伝
達
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
法

務
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
第
二
条
並
び
に
日
本
国
と
の
平
和
条

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
第
二
条
並
び
に
日
本
国
と
の
平
和
条

約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行

約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行

令
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
並
び
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国

令
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
並
び
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国

と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る

と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る

特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過

特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
第
十
八
条
及
び
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る

措
置
に
関
す
る
政
令
第
十
八
条
及
び
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る

方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
区
長
）
に
使

一

法
務
大
臣
が
市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
区
長
）
に
使
用
さ
せ
る
電
子

用
さ
せ
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
の
操
作
に
よ
り
電
気
通
信
回

計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
の
操
作
に
よ
り
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
法

線
を
通
じ
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る

務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
方
法

方
法

二

［
略
］

二

［
同
上
］

第
二
条

前
条
第
一
号
に
定
め
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技

第
二
条

前
条
第
一
号
に
定
め
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技

術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
定
め
る
。

術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
入
国
審
査
官
及
び
入
国
警
備
官
の
証
票
の
様
式
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

入
国
審
査
官
及
び
入
国
警
備
官
の
証
票
の
様
式
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
法
務
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

備
考

備
考

［
１
～
３

略
］

［
１
～
３

同
上
］

４

「
〇
〇
出
入
国
在
留
管
理
局

〇
〇
Ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

Ｉ
ｍ
ｍ
ｉ
ｇ
ｒ
ａ

４

「
〇
〇
入
国
管
理
局

〇
〇
Ｉ
ｍ
ｍ
ｉ
ｇ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｂ
ｕ
ｒ
ｅ
ａ
ｕ

」

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

Ｂ
ｕ
ｒ
ｅ
ａ
ｕ

」
の
部
分
に
は
、
所
属
の
入

の
部
分
に
は
、
所
属
の
入
国
者
収
容
所
名
又
は
地
方
入
国
管
理
局
名
を
表
示
す
る

国
者
収
容
所
名
又
は
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
名
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

６

記
章
は
、
金
属
製
と
し
、
「Ｉ

Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

」
、
「Ｊ

Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

６

記
章
は
、
金
属
製
と
し
、
「Ｉ

Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

」
、
「Ｊ

Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｙ

Ｏ
Ｆ

Ｊ
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ｅ

Ｉ
Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｙ

Ｏ
Ｆ

Ｊ
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ｅ

Ｉ
Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ

Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｃ
Ｙ

」
及
び
「
出
入
国
在
留
管
理
庁
」
の

Ｎ
Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｕ

」
及
び
「
入
国
管
理
局
」
の
文
字
を
黒
色
、
そ
の
他
の
部
分

文
字
を
黒
色
、
そ
の
他
の
部
分
を
金
色
、
銀
色
又
は
濃
紺
色
で
表
示
す
る
。

を
金
色
、
銀
色
又
は
濃
紺
色
で
表
示
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
図
身
分
証
及
び
記
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



身
分
証



記
章



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
旧
省
令
」
と

い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
申
請
、
申
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。

）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
相
当
様
式
に
よ
る
申

請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条

旧
省
令
に
規
定
す
る
様
式
の
書
面
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
新
省
令
に
規
定
す
る
相
当
様

式
の
書
面
と
み
な
す
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
旧
省
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
証
印
さ
れ
、
作
成
さ
れ
又
は
発
付
さ
れ
た
通
知
書
、

証
明
書
、
命
令
書
、
許
可
書
、
証
印
、
調
書
、
収
容
令
書
、
退
去
強
制
令
書
そ
の
他
の
文
書
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。



（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
旅
券
に
後
日
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の
記
載
を
受
け
た
中
長
期
在
留
者
（
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等

の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置

に
関
す
る
省
令
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
券
に
当
該
中
長
期
在
留
者
に
交
付
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
在
留
カ
ー
ド

の
番
号
を
記
載
さ
れ
た
も
の
に
係
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
の
届
出
に
お
け
る
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
十
八
第
一

項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
在
留
カ
ー
ド
の
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
旅
券
に
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三



年
法
務
省
令
第
四
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
当
該
中
長
期
在
留
者
に
交
付
す
る
こ
と
を
予
定

す
る
在
留
カ
ー
ド
の
番
号
」
と
す
る
。

第
六
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
の
特
定
技
能
の
在
留
資
格
を

も
っ
て
本
邦
に
在
留
し
た
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
の
い
ず
れ
か
を
指
定
さ
れ
て
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在

留
し
た
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

技
能
実
習
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
し
て
い
た
者
が
、
実
習
実
施
者
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技

能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
定
め
る
実
習
実
施
者
を
い
う
。

）
で
あ
っ
た
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
引
き
続
き
当
該
機
関
に
お
い
て
当
該
在
留
し
て
い
た
と
き
と

同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
活
動

二

特
定
活
動
の
在
留
資
格
（
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
策
定
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
適
正
監
理
計
画
に
基
づ
き
、

当
該
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
建
設
業
務
に
従
事
す
る
活
動
を
指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
在
留
し
て
い

た
者
が
、
当
該
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
引
き
続
き
当
該
機
関
に
お
い
て
当
該
在
留
し
て
い
た
と
き
と
同
種
の
業
務

に
従
事
す
る
活
動



三

特
定
活
動
の
在
留
資
格
（
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
策
定
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
適
正
監
理
計
画
又
は
企
業
単

独
型
適
正
監
理
計
画
に
基
づ
き
、
当
該
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
造
船
業
務
に
従
事
す
る
活
動
を
指
定
さ
れ
た
も
の
に

限
る
。
）
を
も
っ
て
在
留
し
て
い
た
者
が
、
当
該
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
引
き
続
き
当
該
機
関
に
お
い
て
当
該
在

留
し
て
い
た
と
き
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
活
動

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
の
特
定
技
能
の
在
留
資
格
を
も

っ
て
本
邦
に
在
留
し
た
期
間
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
被
収
容
者
処
遇
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
被
収
容
者
処
遇
規
則
第
四
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
日
後
に
さ
れ
た

被
収
容
者
処
遇
規
則
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
判
定
に
係
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

さ
れ
た
被
収
容
者
処
遇
規
則
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
判
定
に
係
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴

う
経
過
措
置
）



第
八
条

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
行
う
同
表
の
技
能
実
習
の
項

の
下
欄
第
二
号
イ
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
活
動
の
い
ず
れ
か
を
良
好
に
修
了
し
、
か
つ
、
当
該
修
了
し
て
い
る
活
動
に
お
い

て
修
得
し
た
技
能
が
、
従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
お
い
て
要
す
る
技
能
と
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
表
の

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
一
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の

と
み
な
す
。

２

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一

の
五
の
表
の
特
定
活
動
の
在
留
資
格
（
同
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
研
修
の
在
留
資
格
の
下
で
修
得
し
た
技
能
等
に
習
熟
す

る
た
め
、
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
技
能
等
に
係
る
当
該
機
関
の
業
務
に
従
事
す
る
活
動
を
指

定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
在
留
し
た
期
間
が
一
年
を
超
え
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動
を
良
好
に
修
了
し
、
か

つ
、
当
該
修
了
し
て
い
る
活
動
に
お
い
て
修
得
し
た
技
能
が
、
従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
お
い
て
要
す
る
技
能
と
関
連
性



が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

第
九
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
表
の

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
六
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
活
動
の
在
留
資
格
で
在
留
し
て
い
た
者
も
同
様
と
す
る
。

第
十
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
表
の

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
一
号
ヘ
の
期
間
に
は
、
附
則
第
六

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
活
動
の
い
ず
れ
か
を
指
定
さ
れ
て
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
し
た
期
間
を
含
む
も
の

と
す
る
。

（
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
入
国
審
査
官
及
び
入
国
警
備
官
の
証
票
の
様
式
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
入
国
審
査
官
及
び
入
国
警
備
官
の
証
票
の
様
式

に
関
す
る
省
令
の
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
入
国
審
査
官
及
び
入
国
警
備
官
の
証
票

の
様
式
に
関
す
る
省
令
の
様
式
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
証
票
と
み
な
す
。




